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田
靼
脅
雜
誌
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第
.四
十
八
卷
第
二
號

し
て
.滿
足
し
得
る
も
の
：で
は
な.い
。
從
つ
て
.近
郊
農
村
の
農
業
經
營
全
體 

.:
■
■に
つ
い
て
、.
今
直
ち
に
結
論
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
•
る
。
し
か
し
問
題
の 

-
所
在
は
.
一
應
示
し
得
：た
と
思}

。
卽
ち
、
第
一
：
■の
®

種
類
の
點
に
つ
い 

パ
て
は
、
蔬
菜
等
の
都
市
消
費
物
資
の
生
產
.は
か
，な
り
.の
程
度
に
進
ん
で
い 

.

る
が
、
經
營
の
特
質
は
と
の
樣
な
篇
種
類
の
上
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら 

を
含
め
た
全
農̂

^

の
商
品
化
の
上
に
東
奴
ら
る
べ
き
で
あ
る
事
。
但
し 

.
こ
の
場
合
、.綿
_

の
-0

:
.
業
原
料
生
產
の
場
合
と
ば
區
別
さ
れ
ね
ば
な
ら 

な
い
。
第
二
の
肥
料
の
點
に
つ
い
て
は
、
下
肥
の
商
品
化
に
伴
い
、
こ
：の 

.
面
で
の
近
郊
農
村
の
鐘
性
は
、
，
金
肥
に
全
面
的
に
依
存
す
る
農
村
，

1

般

. 

.
■の
.內
に
解
消
さ
れ
て
行
つ
た
事
で
あ
る
？
從
つ
ん
若
し
經
營
の
上
か
ら
近 

部

農

村

の
..
#

質
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
5
こ
れ
ら
の
ニ
點
は
、
そ
れ
を
含
め 

-

私
.ょ
り
廣
い
：範
圍
の
農
：̂

帶
の
特
質
と
ゎ
て
捉
え
る
べ
き
性
鍵
の
も
の 

で
あ
：ろ
ぅ
。
問
題
は
む
し
ろ
本
稿
で
は
解
明
し
得
な
か
つ
た
勞
賃

、
' '小
作 

料
及
び
■土
地
價
格
、
，
社
會
的
慣
行
に
お
.け
る
特
戴
に
存
在
す
る
の
で
は
あ 

る
^

い
か
。.
そ
し
，て
.こ
'
の
；樣
な
特
質
が
經
營
の
條
件
と
し
て
存
在
す
る
と 

'

す
れ
ば
、
そ‘
こ
に
は「

近
郊
農
村」

と
レ
.て
の
、
'
他
と
は
異
つ
た
經
營
が 

見
出
さ
れ
、
又
資
本
蓄
積
や、
' 農
民
層
分
解
の
上
にも
.

一
般
ど
は
違
つ.た
： 

形
態
が
見
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
.
德
川
時
代
の
.「

近
郊
農
村」
• 

に
つ
い
て
の
學
問
的
な
内
容
規
定
も
、
こ
の
樣
な
問
題
が
解
答
さ
れ
ず
か
ぐ 

ら
下
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

■

 

四
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近
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落
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武
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國
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郡
連
光
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村
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場
合
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-
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經

濟

雪
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ロ

家
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靈
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三

新
®

■

の
開
®

:

.:

四

-A
會
野 

.

:.
イ

.厨
論
、
.
境
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.
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.

ロ
.
霊

、
’野
札

::
■■

ハ
：
百
姓
林
k

.

:

ニ 

'

対

法
.

.;
:

■

五

結

び
-

• 

/

.
一

は

し

が

き
'

.

\

幕
雜
體
制
下
に
於
け
る
封
建
領
主
の
領
有
は

「

村」

を
單
位
と
し
てS
.
 

高」

.
に
表
現
さ
れ
る
所
の
耕
地
と
人
の
結
合
、
卽
ち
生
產
手
段
と
：®

力

の
結
合
に
基
く
生
產
力
の
成
果
を
收
联
す
る
事
に
あ
る
。
封
建
領
主
と
農

.

. 

民
の
間
に
は
直
接
に
支
配
關
係
が
結
ば
れ
.̂

の
で
は
な
く
、'農

民

は

封

建
. 

領
主
の
領
有
す
る
生
產
力
の
一.要
素
と
し
て
、
生
產
力
を
量
的
に
表
現
す 

る

「

村
高J

の
分
割
分
で
あ
る「

持
高」

を
媒
介
に
封
建
領
主
と
關
係
す 

る
。
勿
論
最
初
は
檢
地.に
よ
っ
て
一
筆
一.筆
の
耕
哪
七
人
と
の
結
合
關
係' 

に
齎
ら
さ
れ
た
生
產
カ
の
量
的
表
現
の
總
和
之
し
て
、村
高
が
定
め
ら
れ
る 

が
、

一
且
定
め
ら
れ
た
村
高
は
そ
.の
村
の
生
產
カ
表
現
と
し
て
固
定
す 

る
。
定
免
制
が
施
行
さ
れ
て
ゐ
る
時
に
も
0
.
.と
も
は
っ
き
り
現
れ
る
が
、
ノ 

檢
見
取
が
行
は
れ
て
ゐ
る
時
期
に
於
い
て
も
事
情
は
變
ら
な
い
。
例
へ
ば 

美
濟
f

本
巢
郡
祌
海
村
の
場
合
、
太
閤
檢
地
に
よ
つ
て
：一

-
1

八
石
餘
の
村，

, 

高
が
定
'め
ら
れ
、
更
に
慶
長
十
六
年
に
は
大
久
保
石
見
守
に
よ
る
德
川
檢

. 

地
が
行
は
れ
て
三
四0

汩
餘
と
な
る
が
、
天
領
で
あ
っ
た
，一
兀
和
年
亂
の
年 

貢
^

：は
太
閤
檢
地
に.
よ
る
村
高
に
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
兔
は
九
ッ
八
分 

で
非
常
な
高
率
に
見
え
る
が
、

M

的
に
は
石
見
檢
地
に
，よ
る
村
高
か
ら 

檢
見
に
よ
る
不
農
引
を
除
い
た
殘
高
に
對
し
.て
'
'五
ッ
位
の
免
と
な
る
。
寛.
' 

永
十
九
年
に
戸
田
氏
の
領
有
す.る
所
^

^

る
が
y

そ
の
際
に
も
一1
A

石
. 

餘
の
村
高
の
村
と
し
て
德
川
氏
か
ら
戶
田
氏
に
對
し
て
朱
印
狀
が
與
へ
ら 

れ
て
ゐ
る
。
戶h

氏
は
正
保
四
年
に
檢
地
を
行
び
、：
四
六

o

石

餘

の

內

高

，
 

を
定
め
た
。
天
領
の
時
代
と
戶
田
氏
入
部
.に
際
し
、て
作
成
せ
ら
れ
た
と
思 

は
れ
る一

ー
册
の.名
寄
帳
が
あ
る
が
、
前

者

は

「

想
地
下
i

筒
帳」

と
書
か 

れ
、
地
下=

百
姓
の
持
高<
許
は
太
閤
檢
地
の
高
に
等
し
く
、
.

後
者
は
表
：
 

紙
を
缺
く
が
百
姓
の
持
高
ム
爵
は
石
見
檢
地
の
高
に
等
し
い
。
.卽
ち
ー
且 

定
め
ら
れ
た
村
高
に
對
し.て
名
寄
帳
登
載.の
農
民
は
村
高
の
分
割
分
所
有_.

者
と
し
て
現
は'れ
、
現
®

生
產
カ
：と
の
誰
離
は
檢
見
並
に
觅
の
掛
ヶ
方 

に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
ゐ
る.の
で
あ
る
。

.

.

か
く
の
如
く
封
键
領
主
に
と
っ
て

「

村」

.

は

「

村
高」

.に
表
示
さ
れ
る. 

生
產
办
の
收
取
の
場
で.あ
/0

、
封
建
支
配
者
の
行
政
の
 

一
m

位
で
あ
る
。 

此
の
樣
なp

で
把
え
ら
れ
る「

村」

•を
假
に
.「

行
政
村
落」

.
と
呼
ば
う
。

: 

卽

ち「

村」

，は
封
建
的
支
配
耀
？一
の
面
か
ら
見
れ
ば
、

「

行
政
村
落」
と 

し
て
把
£

ら
れ
る
が
、
射
に
生
活
す
る
者
の
侧
か
ら
見
る
時
、
如
何
な
る

. 

■

と
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
だ
ら
う
か
。
近
世
の
村 

が
一
定
の
地
域
の
上
に
一
定
の
人
間
集
團
が
搆
成
し
て
ゐ
る
特
定
の
結
合 

ft

で
あ
り
、
大
部
分
が
農
業
生
產
を
主
た
る
產
業
と
し
て
い
た
事
は
云
ふ 

迄

-%

な
い
。
そ
れ
は
村€>
,
搆
成
員
に
と
っ
て
は
'生
活
の
場
を
ゝ
同
じ
く
す
る 

も
の
\

結
合
體
で
あ
り
、「

行
政
村
‘落」

と
し
て
把
え
ら
れ
る
も
の
と
は 

異
な
.つ
た
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
。「

村」

が
持
っ「

行
政
村
落」

と
し
て 

の
面
と
區
.別
す
る
た
め
に
、
假
り
に

T

生
活
村
落」

と
名
づ
け
よ
う
。「

行 

政
村
落」

.上

「

生
活
村
落」

の
區
別
は
村
の̂

^

を
夫
々
の
面
か
ら
見
た' 

場
合
の
區
別
で
あ
っ
て
、
以
下
の
叙
述
に
於
い
て
兩
者
を
一
體
と
し
て
扱 

ふ
場
合
に
は
單
に「

村」

又
は
近
世
村
落
と
し
て
お
い
た
。
史
料
に
兩
渚 

が
劃
然
と
し
て
區
別
さ
れ
て
現
は
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
集
團
と
し

. 

て
の
'「

生
活
村
落」

が
對
內
的
に
も
對
外
的
に
も
意
思
を
表
現
し
よ
う
と 

す
る
時
に
•
は
代
辯
者
が.必
要
.で
あ
り
、
®

者
は
概
ね「

行
政
村
落」

の 

役
人
で
あ
る
名
主
組
頭
で
あ
る
の
.が
普
.通
で
あ
り
、
い
はY「

行
政
村
落」 

の
機
能
を
通
し
て
作
成.せ
ら
れ
た
史
料
が
大
部
分
と
一

K

ふ
事
に
な
る
。
併 

乙
乍
ち
著
々
枝
ぞ
う
し
た
史
嵙
の
中
か
ら
近
世
農
民
の
生
活
の
場
と
し
て

:

'

u

 
五.

(

一
三
a

.

強
世
村
落
形
成
期
や
お
け
る
新
開
と
入
會
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.

.

⑴

明
治
初
年
に
作
製
せ
ら
水
た
も
办
で
、
連
：光
寺
村
の
本
村
、
篇
引
澤
、

,

⑵

；
寬
保
年
間
の
新
田
開
發
の.際
に
作
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
札
野
分
割 

'

下
河
'原
の
三
小
村
の
位
蹬
及■び
周
邊
の
村
々
が
判
る
？®
中
、.
點

線

で

.

:
の
際
の
連
光
寺
村
分
で
あ
る0:
新
田
.割
當
の
地
割
は
略
し
た
が
、
札
野 

'
.區
別
し
た
部
分
は
、
寬.保
年
間
に
札
野
を
分
割
し
た
際c>
地
域
を
示
し 

の
周
邊
に
.百
姓
持
林
.

(

引
得3

)

や
地
頭
林
、
更
に
古
畑
が
散
在
し
て 

•

Mた
の
で
あ
る「

.：

.

V
ゐ
る
の
が
判
る
。

翁'

.

.

,

第 1 表 明 治 3 年耕地地積內譯

地
地

目
位

地 ■ 種 右 盛

12

5
3

10

1
 

8
 

i

i

l

1
 

'

i

一
献
6
- 

0
 

:
4
; 

^
5
- 

5
 

9
.

T
T
~
i

 

3
 

3
 

s
i

田

甶

.
甲

上
，中

： .

下
_

連

1：計 19小%

5
 

7
 

2
 

2 

2

1

、

1
-
6 

o
 

4

‘

2
 

9
 

6
 

9

-
3 

4
 

2
 

2

畑
畑
畑
敷
-

上
'中
下
屋

19計 31小
村

26

26

鄕舟

觀 林 •畑 32 0 2 27

合 計 86 7 5 1 3

,

•

鄕
村
と
云
：ふi

部
落
が
あ
り
、
田
畑
を
所
持
す
る
と
共
に
山
番
其
他
の 

仕
事
に
從
事
し
で
ゐ
た
？
此
ら
四
つ
の
集
落

=

小
村
が
連
光
寺
村
を
構
成 

:

K

て
ゐ
た
。.
史
料
の
上
で
は
、
舟
鄕
村
は
別
個
に
取
扱
は
れ
、
馬
i

村
は 

■■
,
概
ね
本
村
に
含
め
ら
れ
て
連
光#

村
と
：な
り
、
下
河
原
村
は
連
光
寺
村
の 

.

枝
鄕
.と
し
て
.
.扱
は
れ
、.

(

近
世
後
期
に
は
分
離
運
動
さ{
，泡
し
て
ゐ
る)「

連 

:

光
寺
村
下
河
原
共」

と
併
稱
令
れ
る
事
が
多
か
つ
た
。
こ
ぅ
し
た
地
緣
集 

'.

團
C

る
小
村
も
’ 

■

■

ぎ

る

が

、
連
光
寺
村
と

1
K

ふ
，
ょ
り 

大

貪

な
,-
1

生
活
村
落」

：に
包
含
さ
れ
て.
ぉ
り
、
い
は
父1
生
活
村
落」

の 

■

一..：1重
»

造
と
云
ふ
べ
き
形
ち
を
な
し
，て
ゐ
る
。
し
か
4-

史

料

が「

行
政
村 

落」

と
し
て
の
.連
光
寺
村
を
通
し
て
殘
つ
て
ゐ
る
た
め
、
''
-
小
村
が
獨
自
に

四

七

.(

ニ
ー m

)

の「

坐
活
1
.
を
讚
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
低
主
と
し
て
新
：
 

田
I

發
及
び
入
會
野
の
事
例
に
ょ
っ
て
行
政
村
落

•生
活
村
落
の

一.

一
面： 

を
も
'O'
近
世
村
落
の
形
成
過
程
を
考
察
し
て
.み
ょ
ぅ
。

■

本
稿
で
考
察
の
對
象
と
す
る
武
顏
國
多
摩
郡
連
光
寺
村
丨
現
在
.
*
双
ぃ 

都
南
多
摩
郡
多̂

村
述
光
寺—

は
江
戸
0
本
橋
か
ら
西
.へ
九
里
餘
り
、
多

， 

街

の

西

岸

に

所

在

す

る

。.甲
州
街
道
か
ら
は
やX
.離
れ
て
ゐ
て
：、•府

中
.
. 

宿

へ

は
'里
餘
り
、
八
！

h

子
宿
へ
は
四
里
近
く
あ
る
。...助
鄕
は
兩
宿
の
中
へ 

間
に
あ
る
i
s-
許
ヴ
離
れ
た
日
野
宿.
.へ
出
し
て
ゐ
.る
°
村
の
地
形
は
東
南’

.部
に
：丘
陵
：を
を
め
ぐ
ら
し
、
西
北
部
に
平
地
を
抱
い
た
如
く
で
、
：_
治
十 

.七
年
に
於
い
て
田
畑
宰
地
の
計
が
百
六
拾
町
餘
、
山
杯
藪
芝
地
等
が
貳
百

' 

拾
六
町
餘
と
約
一
對
ニ.の
割
合
と
な
っ
て
ゐ
る
。
明
治
三
年
.c
r
.
A
-b
d) 

の
越
出
明
疆
で
は
痛
ニ
五
七
召
一
斗
三
合
六

.勺
の
村
高.で
あ
り
、
持 

:

添
新
田
と
し
て.連
光
寺
新
田
六
四
石
八
合
が
あ
る
。
そ
ー
の
ぼ
別
の
胃
を
第 

1

表
に
示
レ
た
。
：
地
位
及
び
石
盛
に
ょ
づ
て
生
產
カ
の
低
い
村
で
あ
方
事 

,

&へ
る
。
;.
-

.
,
,
•■'
'
.
,
:
■■
'
:
:

.
集
落
は
、
村
の
中
先
.に
本
村
と
云
っ
て
名
主
め
ま
、
高
札
場
な
ど
を
中

. 

心
と
す
る
田
畑
屋
敷
が
あ
り
，、
本
射
か
ら
0|
.を
隔
て
X
十
.五
町
許
り
南
に
. 

田
畑
屋
敷
が
あ
り
馬
引
澤
村
と
 
一

K

ふ
。
又
本
村
が■ら
北
へ1

1〇
，町
、
.多
摩 

川
を
距
て
だ
平
坦
地
を}
钶̂
原
村
と
云
ひ
、

.

こ
\
に

も
田
畑
屋
：敷

が

あ

：
 

>る
。
寬

保

ニ

年
2.
.
七
四
：-

1
1
)

の
大
洪
水
で
河
流
が
變
更
し
.た
際
に
切
離 

さ
れ
た
の
で
あ
り
、.
.本
顧
で
取
扱
ふ
時
代
に
：は
本
村
と
は
河
を
隔
て
る
事 

な
く
っ
な
が
っ
て
ゐ
た
。
此
の
地
區
は
連
光
寺
村
の
中
で
嘗
水
田
に
富

. 

む
郁
分
で
あ
る
。
以
上
の
三
集
落
の
他
に
本
村
.の
東
方
卄
町
餘
の
所
に
舟

近
世
村
落
形
成
期
に
お
け
る
と
入

#'



. 

'三
田
學
會
雜
訪
-:
■

第
四
十
八
，

®

1

號

-
' 

.

T
生
活
村
落
.1
-
.
'
.
と
しV

現
は
れ
ゐ
事
は
少
な
い
が
、
I

以
下
.の
叙
述
に
於
い 

.

.て
は
出
来
得
る
限
り
、
.

村
落
内
の
村
落
の
動
き
に
.つ
い
て
も
明
ら
か
に
し

•'
,
て
み
よ
ぅ 0
:.'

>

:.
.
:
.
.
. 

.
 

- 

- 

- 

V

ジ
村
境
を
接
す
を
の
は
東
部
：に
大
丸
村
、
坂
獱
村
、

：

南
部
に
都
築
鄱
贾

： 

.

村
、
.
西
部
に
乞
田
村
、
.關
戶
村
、
张
部
に
府
电
宿
、
中
河
原
村
が
あ
っ
た
。 

.此
の
.中
西
部
の
乞
田
村
、
：

.關
戶
村
は
隣
接
す
る
艮
取
村
、
-,
宫
称
、.百
草 

村
、
東
寺
方
村
、
：
和
田
村
と
共
に
現
在
.の
多
摩
村
を
構
成
す
る
大
字
と
な

.

つ

て

ゐ

る

，
:::.'

」

‘
:
連
光
寺
の
地
名
は
東
鑑
治
承
五
年
四
月
廿
日
ノ
條
に
武
藏
國
多
摩
郡
吉 

富
弁
、
一/
宮
連
光
寺
等
ヲ
小-M
4

田
三
郎
重
成
が
脚
領
し
た
と
宏
ふ
記
事
を 

見
.る
程
に
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
.

中
世
末
期
天
文
頃
に
は
北
條
氏 

の
^

f

 

る
所
で
あ
.つ
た
 

0

' 

:

.

'

.
:

'

; .

\

:

.',
'

:- 

天
芷
十
八
年
八
丹
朔
日
、
，德
川
家
康
關
東
入
部
ょ
り
寬
永
十
年
每
は
代 

官
茭
配
.で
あ
っ
た
が
、
寬
永
十
年
にi

の
旗
本
天
野
搽
左
衞n

重
房
が
. 

'
五
百
石
の
加
增
を
賜
っ
た.時
以
來
、
，

&

光
寺
村
は
天
野
氏
の
知
行
所
と
な 

り
、
明
治
維
新
迄
變
る
事
が
な
か
っ
た
。
' 
因
に
天
野
氏
の
知
行
所
は
次
の 

.如
く
で
あ
る 
0

-'
'.
.

.

.

.一
高
贰
百
八
石
六
斗.
：

 

武
藏
國
多
摩
郡
連
光
寺
村.
：

. 

ー
高
甙
西
四
拾
キ
石
八
升
六
合'

.

.

.同

■..郡
''
坂
濱
村
.
.

'

一
高
三
西
成
石
三
斗
壹
升
.
四
合
：

.

.

.
都

筑

郡

萬

福

寺

村

.

.•
:

.
 

ー
高
西
七
拾
七
石
四
斗
八
升
七
合
.

.
上
野
國
邑
樂
郡
海
老
瀬
村
.

' 

一

高

百

拾

石
.

:

下
總
國
葛
钸
郡
桐
ヶ
ハ
合
村 

.
都

命

五

ケ

所'

二
尚
合
計
千
因
拾
四

石
：！
！

斗

ハ

升

七

合
.

四

八

ハ

ー

三

六)

'

/ 

•
.(

附
©

本
稿
の
依
據
し
た
史
料
は
全
て
速
光
寺
村
の
名
主
を
代
々
勤 

;
卜
め
た
營
澤
家€>
:
'製
藏
に
か
、
は
り
、
富
澤
家
の
當
主
政
鑒
氏
が
史
料
の
保

• 

金
と
利
甩
を
考
慮
さ
れ
て
文
部
省
史
料
館
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

、

.

.

寄
託
に
際
し
て.は
德
川
秫
政
史i

所
の
所
三
男
氏
の
御
盡
力
に
よ
る
所 

.

大
で
あ
る
。.こ
ム
に
記
し
て
雨
氏
に
感
謝
の
：意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

:

‘；
,
. 

.

'
■■
—1̂ 

'
:技
^

1

:

.

.

'
.,

:

本

稿

の

，
テ

ー

.マ
で
あ
る
新
田
畑
開
發
及
入
會
野
の
事
例
に
っ
レ
て
述
べ

-'
. 

を
前
に
、
員
^
#
#
が
ど
の
機
な
村
,

造
で
あ
っ
た
か
を」

應
見
て
置 

が
う
0.

新
田
顏
發
め
間
題
に
し
て
も
，
入
會
野
の
麗
に
し
て
も
關
係 

.

I
す
る
農
民
は
林
の
構
成
員
と
し
て
行
動
す
る
の
.
で
あ
り
、
又
，か
う
し
た
村 

落
生
洁
上
のS

S

を
通
し
て
生
活
村
落
の
秩
序
形
成
が
な
さ
れ
た
と
考
へ 

.

.
ら

れ

る
,°

従
っ
て
.連
光
寺
村
に
於
け
る
新
田
畑
開
發
及
び
入
會
野
の
事
例 

，を
考
へ
る
場
合
に
も
、
連
光
寺
村

—

地
域
的
な
餹
域
を
示
す
許
り
で
な
く
、

.入
の
結
合
體
と
し
て
の
そ
れ
丨
が
ど
の_

に
、
成

立

し

、
'

-
ど
の
機
な
村i

 

.
造
を
持
.っ
て
ゐ
た
，か
と
云
ふ
勘
か
ら
切
グ
離
し
て
者
べ
る
事
は
出
来
な

.

.

.い
。.-
む
じ
ろ
村
1

姐
と
.の
關
速
：の
下
に
考
べ
る
事
に
よ
っ
て
、近
世
村
落
，
 

形
成
過
程
に
於
け
る
新
田I

發
及
び
入
會
野
の
隊
題
を
ョ
リ
具
體
的
に 

へ
考
察
し
得
る
だ
ら
う。

'

.

■

' 

.ィ

經

濟
_

.

\

.

近
^

^

頭
の
連
光
寺
村
を
知
る
手
掛
”
と
な
る
の
は
ま
ず
慶
長
三
年
の 

檢
地
帳
で
あ
る
。
慶
昆
三
年

(

一.
五
九
九)

.九
月
十
五
日
に
竹
川
監
物
他 

一
一
人
の
役
人
の
手
で
檢
地
が
行
は
第
一
一
表
に
慶
長
三
年
檢
地
帳
に 

.

.

.
よ

つ
て
、
田
畑
屋
敷
地
の
地
積
、
地
位
を
示
し
た
。

第 3 表 慶 長 3 年保有地地橫別樺成
• .

人數 % 地 橫 %

3 町以上 1 2.3 _献 ，步 
1140 4 23.7

1.5町 
以上

4 3.5

1 誠 上 11 ぃ13ユ 1327 5 27.9

8 反以上 9 10.7 792 3 16.6

5 反以上 9 10.7 690 18 12.4

1 反以上 25 30.9 625 15 13.2

1 反以下 23 28.6 257 15 5.4

(合計) 82 100 4756 ― 100

第 2 表 慶 長 3 年連光券村田畑機成

地 .目 積 % 石 盛

上 .田
町 反 畝  
2 0 4

步
10 4.2

石
1

斗
2

中 田 4 9 3 24 10.2 8
下 田 15 3 4 8 31.9 6

田 小 計 22 B 2 12 46.4

上 畑 4 2 2 22 8,8 7
中 畑 7 2 1 24 15.0 5
下 .畑 12 7 0 17 26.4 8
m 地 1 6 4 13 3.4 1 0

畑 •屋敷地 
小 計

25 7 1 16 53.6

田 •畑 •
合

犀敷 
訐

48 0 3 28 100

舟
' . し

鄕 村 1 2 0 4

但し石盛は寬永年間の史料による

は
第
二
表
に
含
め
て
お
い
た
の
で
、
そ
の
分
を
ぬ
き
出
し
て
み
る
と
、
下

. 

田
は
七
町
六
反
八
畝
 

一
一
一
®

、
〒
⑽
は
ー
ー
珩
五
畝
三
^ '
、

計
一

〇
町
七
反 

三
畝
.
一
六
步
之
な
り
、
惣
地
積
の
約
二
割
强
に
當
る
。

_

こ
の
.新
開
に
ょ
る 

下
田
の
う
ち
、.
六
町
餘
、'■
'■
下
畑
の
中
、

一
町
餘
は
下
河
原
分
で
あ
り
、
下 

河
原
分
の
.
檢
地
韻
表
紙
に
も
、:.「

新
田
帳1

.

.と
異
筆
で
は
あ
る
が
註
記
が
，
 

あ
る
樣
に
、
下
河
原
射
で
は
檢
地
を
う
け
た
時
期
に
著
し
く
開
發
が
行
は 

れ
た
事
が
窺
べ
る
。
多̂
;

i

の
低
地
で
あ
る̂

g

原
村
で
は
用
水
の 

面
か
ら
も
新
田
の
開
發
が
比
較
的f

で
あ
り
、

民
の
耕
地
擴
大
の
努 

力
が
ま
ず
此
の
地
域
に
集
中
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

■

第
三
表
に
慶
長
三
年
檢
地
帳
登
載
の
人
名
別
に
集
計
し
た
保
有
地
積
別

. 

構
成
を
示
し
た。

.

，四
.九

ハ

ハ

；一
三
七

)

.舟
！
：

村
を
除
外
し
て
、
本
村
、
馬

福

咐

、
下
河
原
村
の

1

二
小
村
を
合 

せ
見
る
と
、
登
錄
樂
ロ
計
は
四
八
町
三
：畝
ニ
八
涉
で
、
內
譯
は
田
が
ニ
ニ

' 

町
三
反
ニ
畝
ー
一
ー
步
、.畑
及
び
屋
敷
地
が
一
ー
四
町
ー

1

反
五
®

I

ー
步
で
.
あ 

る
P

前
掲
第
一
表
の
明
治

m

年
度
に
比
較
す
る
と
、
持
添
新
田
を
加
へ
.な 

け
れ
ば
輯
に
五
町
步
足
ら
ず
の
增
加
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
。
卽
ち
德
川
時

, 

.
•代
を
通
じ
て.公
稱
の
地
積
は
殆
ん
ゼ•變
々
が
な
い
の
で
あ
る
。
石
盛
は
低 

く
、
：：其
上
不
田
下
畑
が
壓
倒
的
に
多
く
、
村
.と
し
.て
の
生
產
カ
が
か
な
り 

低
位
に
あ
つ$

$

v

て
ゐ
る
。
と
は
い
へ
農
民
办
生
產
カ
擴
大
の
エ 

ネ
ル
¥.
;:
1

"
が
靜
止
4

て
|

の
.で
は
な
い0

慶
長
一
〒
三
年
の
新
開
田̂

.近
世
村
落
形
成
期
に
：お
け
る
新
開
：と
入
.會

:
ノ



第 4 表 分 附 地 地 積 表

田 . 畑 ‘計 %
修 理 分 ' 731畝 1步 860畝27歩 1591畝28歩 •• 33.0
隼 人 ，分 87 29 402' 2 490 1 10ュ
玄 赛 分 135 13 305 22 441 5 9.1
將 監 . 分 291 22 198 10 390 2 8.1
四郎左衛門分 84 5 164 8 248 13 5.4
勒 負 分 17 3 17 3 0.3

計 1347 13 1847 11 . 3194 24 66.8

總 地 . m 2282 12 2 5 7 1 1 6 4903 28 100

第 5 表 分 附 主 手 作 地 ■. ’ '  .... <

名 前 田 畑 M 敷 合 計 分 附 地 總 . 計

修 理 144畝27步 338 23 15 23 369 29 1591 28 1962 27
隼 人 73 28 76 21 4 24 155 18 490 1 645 14
玄 蕃 27 10 68 2 1 . . 95 12 441 5 BB6 17
將 藍 48 16 54 5 10 2 122 23 390 2 512 25
四郞左衞門 49 ■ * - ― ■ 49 16

. •

7 6 105 13 248 13 354 6

五
'
0 

(

ー
三
八)

V'

士
3

學

會

雜

諒

；
：第
四
十
八
卷

; :
^

ニ

罅

：

へ
ぺ
地
積
襴
は
於
ル
I

ブ
別

に

そ

の

保

有

地

を

ム

許

し

た

數

値

で

あ

る

。
，
一
；

町
五
反
以
上
の
保
有
者
は
五
人
で
そ
の
保
有
地
合
計
は
十

V
.

町
四
反
四
步 

と
な
り
、
全
體.の
約
ニ
.
四
％
を
占
め
る
。
八
反-H

町
五
反
未
滿
の
ダ
ル 

丨
プ
は
一1

0
人
、
'
そ
の
保
有
地
合
計
は
ニ
 

|

町
.
一
反
九
畝
八
步
で
全
體
の.

四
四
％
と
な
る
。
八
反
未
滿
以
下
は
五
七
人
、
保
有
地
合
計
.一
四
町
七
反 

三
畝V

八
步
で
、-
金
體
の
三
—-
%

と
.な
る
。.
こ
の
ぅ
ち
五
反
未
滿
が
四八 

人
、
八
町
八
反
三
畝
で
、.人
數
に
お
.い
て
全
體
の
五
九•

四
％
を
占
め
る： 

こ
の
層
は
、
地
積
に
お
.い
て

一
八
：•
六
％
を
保
有
し
て
ゐ
る
。
.こ
れ
に
對 

し
て
一
.町
炭
以
上
を
持.つ1

.六
人
が
耕
地
の
五.
一
ー
％
を
占
め(

五
反—

一
 

■
町
未
滿
が 

ー
.7
\

人
ハ
她
積
の
三
〇
％
弱
を
占
め
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
，

. 

.

，
此
の
i

帳
に
ほ
分
财
記
載
が
あ
る
の
で
、
.
こ
れ
を
分
附
主
毎
に
集
計 

す
る
と
第
西
表Q

-

通
り
で
あ
るo

'

.

■

.

_
第
五
表
に
は
分
附
主
の
手、®

‘ 

(

原
本
に「

誰
々
分
主
作」

「

誰

々
#」

.と
あ
る
も
の}
.
の
地
積
を
宠
し
た0
.隼
人
の
手
作
地
に
は

「
將
監
分
寧
人 

.
作」

と
あ
る
.將
監
分
の
田
四
反.
ー
/\

崁
が
含
ま
れ
で
ゐ
る
が
、
他
の
者
の
. 

手
^

>

に
は
他
人
.の
分
@

は
な
い
0

こ
れ
.に
ょ
.
つ
て
_
み
る
と
、

' 五
人
の
.

.

分
附
主
の
手
：
^

は
三
町
七
反
弱
の
一
名
を
除
け
ば
、

I

町
丨
ー
町
2£
反 

.
の
前
後
に
あ.
つ
た
.こ
と
が
知
れ
る
。
而
し
て
さ
き
の
第
三
旁
に
.示
し
：た
.
一.

町
五
反
以
上
の.保
有
地=

手
^

'

を
も
っ
S

人
の
’
ぅ
ち
、
分
附
主
は
修 

理
、
隼
人
の
ニ
名
で
あ
る
か
ら
、

：

殘
り
の
三
名
は
分
附
地
を
も
：た
ぬ
者
で 

あ
る
。
そ
こ
で
此
ら
の
三
人
に
つ
い
て
そ
の
保
有
她
の
內
譯
を
調
べ
る
と 

第
六
表
の
如
く
で
あ
る
。

 

.

(三郞左衞門） 

修 理 、分 

玄 藤 . ：分 

勒 .負 分 ’

19 6
94 29 
24 19 
17 3

第.17表 屋 敷 地 •保有地•所持着表

上より四人ヒ分附主である。

259 9

154 27

225 12.

) の數字は分附記載がなく、單に誰々作とある， 
•、又、三人共屋敷地をもつてゐない。 ..

，.ぐ -•

第 6 表分附主以外にして、保有地一町 
•.五反以上のもの • ‘：.

分 附 主 地 辕 計

屋 ，敷 地 保' 有 地

修 . 理 ’ 歩
338献23歩

•  人 4 24 1B0 19
M \ 監 10 2 112/ 21
四郞左衞門： 7 6 98 16

想, 右‘衞門 2 18 132 17
、新 十 邡 8 7 129 17
善右衞門 7 28 124 24
內 藏 助 7 10 122 16
新 左衞門 10 20 75 19
m 三 . 5 10 46 16

常 樂 坊 12 一 7 21
甚左衞門 5 26 \ 2 15

^

10
1

25
. 

b

lo
s

m

如

P

分 

'分

分

i

■負

：
.

一

■
七

理

人

蕃

一
 

6
'

修

隼

玄

'.
こ
の
ぅ
ち
修
理
が
屋
敷
を
：一
1

-0
の
は
、
.修
理
居
と
、
#

理
親
居
と

:

.

.

.

:

五
：

1
:
(

一
：三
.九〕

助

三
郞
左
衛
門

欽

.
'-
;

, 

1

1
 

5
 

1
 

9
 

2
 

3
 

7
 

54'

( 源 郎 )， 

修 理 分  

隼 人 : 分  

玄 翻 分 

四郞左衞門分

源

七

郞

く
、
と
X
.で
：は
た
と
へ
僅
，少
と
は
い
へ
自
已
の
耕
作
權
を
認
め
ら
れ
て
ゐ 

.た
事
だ
け
を
記
憶
し
て
お
こ
ぅ
。
此
の
點
は
近
世
初
頭
.の
.農

民

の「

家」 

の
構
造
に
基
づ
く
農
業
經
營
方
式
、
及
び
近
接
村
落
と
の
出
入
作
關
係
が 

明
ら
.か
に
.な
ら
炎
け
れ
ば
云'々
：し
得
な
.い
問
題
で
あ
ら
ぅ
。
，

:
:尙

、
丨

屋

敷

地

め

-保
省
に
つ
，い
て
へ
一
言
す
る
ど
.、
屋
敷
水
帳
に
ニ
四
筆
の 

崑
敷
地
が
登
錄
さ
れ
、

一
一
四
の
名
前
が
あ
る
が
、
檢
地
帳
に
耕
地
保
有
奢 

と
し
て
そ
，の
名
前
を
見
出
す
め.は
、.半
數
の
十
.ニ
人
に
オ
ぎ
な
い0
第
七 

表

は

そ

れ

ら

士1

人
の
屋
敷
地
所
持
と
.耕
地
保
有
の
大
き
さ
を
示
し
た
も 

の
で
あ
る
。

.；

\

パ

'

：
 

•

,

-

保
有
地
樹
め
廣
ぃ
者
の
場
合
、
分
附
百
姓
と
分
附
主
と
■の
關
係
は
極
め 

て
複
雜
で
あ
つ
た
事
がこ
れ
に
ょ
.つ
て̂

る
？
こ
れ
に
瓦
U

て
保
有
地
の
. 

小
さ
い
も
の.程
' 

:分
附
主
と
の
關
傲
は
單
純
で
あ.，り
、
且
各
人.の
保
有
地
. 

の
«

灿

構

成

比
.%
.
田
畑
の
何
れ
か
に
備
つ
て
ゐ
を
。
_

そ
し
て
此
の.機
な
傾
，
 

[K
I

は
凡
そ
八
反
の
線
を
境
と
し"て
現
れ
て
ゐ
る
。
右
め
.諸
事
實
は
分
附
主 

.と
分
附
さ
れ
た
も
の
と
の
關
係
が、' 
人
身
的
に
隸
屬
す
る
も
の
と
云
ふ
ょ 

り
も
、
む
し
ろ
農
業
經
營
上
の
必
要
か
ら
ず
る
借
地
關
係
で
.は
な
い
か
と 

m
は
せ
る
。，
た

ヾ
五
仮
未
滿
の
零
細
な
も.の
\
場
合
ば
、
檢
地
帳
に
記
載 

さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
と
い
つ
て̂

す
し
も
^

ち
に
獨
立
の
苗
姓
と
は
妄
ひ
難..

:
近
世
村
落
形
成
期
に
；ぉ
け.る
.新
開
^

入
會
.

,



•声 8 表田:畑地讀並石高變化表

第 9 表 .慶長'—'一寶脎_持高別構成表
... _..r一 .• .■： --------- -----

. 慶 長 1 6 年 'す合 2 年 : 亨祿 6 年
寶.摩 4 年

i テ '■ ■.

持高別
分附
主

然らざ 
るもの 計 地積

分跄
主

分附 
苗姓

苗姓 m 持高別 計 計
山を持
つもの

30石以上 2 1 3 10.町以上 1 0 0 1 30石以土 1 1 1

20右以上 1 0 1 15反以上 1 1 3 5 10石以上 0 1 -1

15石以上 1 0 1 1 町以上 1 5 11 17 6 石以上 8 6 5

10石以上 1 0 1 8 反以上 0 3 2 5 3 石以上 24 16 12

5 石以上 0 2 2 5 反以上 0 3 2 5 1 石以上 42 45 27

3 石以上 0 4 4 3 反以上 0 2 2 4 5 斗以上 3 18 7

2 石以上 0 2 2 3 反未滿 0 0 0 0 5.斗未滿 6 17 3

? 右未滿 0 0 " 0 ■■
.

, ■■

( 計 5 9 14 計 3 14 20 37 計 83 104 56；

最高40石 896'
修 瑰 ベ

最高10町 3 反 2 畝18歩
. .忠 ：_右 衞 ：門.

.' • J

最高35石684 
八郞兵衞 、

最高31石 
3 6 3 9 8新平

： ■
ぐ':::.:::'.田' , . 着 び

------- ------ -- - ■.■州- ...... -T "■ " ■ . . | ...... ——一 •

ぐ.： 計 . _へ

慶 長 3 年 

m 長：16年 

海 治 2 屯 

元 祿 6 年

寶 磨 4 年 

//

. 2232歃12歩 

109石 263 
2078畝18歩

139石 舰 1
. , . ....■
132石 315. 33

_ 畝13歩

2 5 7 9 _  歩 

104石 810 
3272献19歩 

141石 915. 93

125右 918.31 
3201缺13歩

4811•畝28歩 

214菽 083 
. 6351畝 7 歩 

281石 0 8 3 . 0 3 ( 1 ^ ^ ^

25?石 2服 64 く山88ヶ所）

4117 畝 26 歩' 〃

第 1 0表 慶 長 3 •同16年分附主比較

' . 慶 - 長 B 年べ 慶 長 1 6 年

人 ' : 名 
、

持 地 . 人 . 名 ノ 持 '..高

3£
三 ' 釋 : 理 1962献2?歩 修 理 .40 石 898

ハ
將 監 挪 25. 將 監 39 630

m 四:郞左衞門 854 6 四郞左衞門 17 654

华 人 !645 14 惣 志 衞 ’門 27 492

玄 蕃 536 17 內 藏 助 12 805

近
世
村
落
形
成
期
に

お..

る
新
開
と
入
會

五 
ニ
.

C
1

四
.
0)

■

三

田

學

識

：認
：.
笫
四
十
：<
卷
;

«

1

_广
，

-

二 
：一
筆
あ
る
事
に.ょ
:%

而
し
て
玄
蕃
の
如
や
、

：

九
反
五
畝
を
韦
作
し
い
：
五'.
- 

町
1
1
1反
六
畝
餘
を
分
附
に
出
し
て.ゐ
る
有
カ
な
辭
主
に
し
て
屋
敷
を:%: 

た
な
い
も
の
が.あ

る
-

方
、.：
一
反
涉
以
下
の
零
塑
龜
保
有
者
に
じ
て
''
. 

靈

を

も

：っ
も
の
も
あ
り
、
.：•ま
た
第
七
表
に
示
し
た
分
附
地
を
含
め
'て
--
-
*
. 

柯
五
反
以
上
を̂

:

サ
る
ー11

人
も
徵
な
屋
敷
を
も
づX:
ゐ
な
い
。"
か
.

V
る
.； 

.
屋
M

有
者
と
土
地
保
有
と.の
酿
離
は
如
何
に
理
解
す
ベt

:

の〗

で
:f
e

b
 

.

■ぅ

か
-°

と
、
で
ば
解
釋
を
保
留
：し
て
置
^

^

.
 

'

.

要
す
る
に
撿
地
帳
の
分
柝
の
み
を
以
て
し
て
.は
、
村
i

造
を
明
ら
か 

に
す
る
事
は
出
来
な
い
が
、
.，
そX

J

に
.避
世
村
落
の
原
型
を
見
る
事
は
出
来 

る
。.慶
長
三
年
の.逋
光
寺
村
は
生
產
カ
：は
低>:
'
-か
、
内
部
に
發
展
す
る
力 

を
潜
め
'、
.大

體一

町
涉
前
後
の
敗
有
地
を
經
營
す
る
農
民
が
主
た
る
構
成 

者
迻
な
づ
て
居
る̂

た
芝

人

だ

け

手

^
^
と
分
附
に
出
ル
て
ゐ
る
土
地 

を
合
せ
て
一
九
町
六
反
餘
を
有
す
る
修
理
な
る
者
が
ゐ
た
。
之
が
今
後
此

：
. 

村
の
：名
主
を
世
襲
し.た
富
澤
家
の.灌
先
で
あ
'る
。,
富

澤

珣

家

譜

に

ょ

れ. 

ば
、
永
祿
三
年
に
：此
の
地
に
あ
つ
た
北
條
氏
の
陣
屋
を

' 

當
時
今
川
氏
の-
' 

K

で
あ
っ
た
富
澤
修
理.(

先
代)

.
が
攻
略
し
、
今
川
伐.の

沒

擎

る

や

、.

'逃
散
の
土
民
を集
め
，て
山
野
を
開
拓
し
て
土
着
す
る
に

至
，，

っ
た
と
'
い
ふ
。

卽
ち
家
康
の
入f

前
、
富
澤
氏
は
いは

ir

小
領
主
的
な
意
味
さ
へ
も
っ
，
 

た
中
世
的
名
主
と
し
て
村
で
最
大
の
手
1

を
經
營
し
、
彼
の
支
配
し
得 

る
分
附
地
を
所
有
し
、
何
人
か.の
竿
人
者
を
誘
致
し
、
.
緣
組
を
結
び
、
卜
. 

例
へ
ば
玄
蕃
は
相
州
城
所
村
か
ら
：や
.っ
て
き
て
、
修
理
の■妹
と
結
婚
し
、 

土

地

令

讓

渡

さ

，れ
て
ぃ
て

^

丨
支
配
餍
を
形
成
し
、
.
，ー
般
の
百
姓
ば
そ
の
樣 

な
富
澤
氏
の
權
カ
の
下
に
生
活
し
.て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
之
が
近
世
の
連
：

.
光
寺
村
の
原
型
：で
あ
っ
た
：：と
考
へ
た
：

'い
ミ
然
し
乍
らj

面
に
於
い
.て
、
分 

附
關
係
の
鍇
雜
さ
に
も
規
は
れ..て
ゐ
る
如
く
、
身
分
的
隸
屬
關
係
は
次
第 

に
稀
薄
と
な
り
、
獨
：立
性
を
强
化
し
っ
\

あ
つ
た
。
慶
長
三
年
の
檢
地
は.
 

こ
：.の
樣
な
動
き
を
把
'へ
て
古
い
村
落
生
活
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ 

る
。
そ
の
際
、.：富
澤
修
理
は
自
ら
檢
地
の
.案
内
人
と
な
り
、
そ
の
分
附
地 

:
に
お
け
る
農
民
の
耕̂

^

を
認
め
、
開
發
者
と
し
て
の
權
威
を
保
持
し
っ 

V

、
農
民
へ
の
途
を
步
む
事
と
な
る
。

そ
し
て
具
體
的
に
：は
近
世
封
建
體
制
下
に
於
け
る
支
配
の
.單
位
で
あ
る 

/

行
政
村
落
の
役
人
と
し
て
：、
卽
ち
連
光
寺
村
の
名
主
と
し
て
再
生
す
る
の 

.
で

あ

る
.0
.

:

:

.
'さ
て
右
の
機
な
原
型
を
持
っ
•連
光
寺
村
は
近
世
前
半
期
に
ど
の.
樣
な
構

邏
變
化
，を
な
し.
た
：か
、-.
-次
の
四
：っ
の
史
料
に
よ
っ.て
之
を
把
べ
て
見±- 

•

-

7

0
■

.

.

'

I 

.慶
長
十
六
年
2

六一
1
)

連

光

寺

之

鄕

惣

高

辻」

I
'.

萬
治
一
一
年(

一
六
五
九)

速
光
寺
対
惣
百
姓
名
寄
帳 

_

..
®

元
：祿

六

年-
r

六
九
.

m

 

'

W

寶

曆

四

年(

一.
.七
.五
四)

連
光
寺
村
名
寄
帳.
'

，ま
づ
右
の
，四
時
期
の
田
畑
地
積
幷
に
石
高
を
示
せ
ば
第
八
表
の
通
り
で
あ 

る
。
全
て
舟
鄕
村
の
分
は
除
い
て
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る.と
、
M

g

i

®
間
に
連
光
#
^
の
表
畠
に
は
殆 

ん
ど
變
化
が
な
く
、
元
祿
六
年
を
ピ
ー
ク
.
と
し
て
寶
曆
四
年
に
.は
減
少
さ 

へ
示
し
て
ゐ
る
。
此
れ
は
寬
保
四
年
の
大
洪
水
に
よ
る

.

1̂
:

原
村
の
川
缺 

が
影
響
し
た
の
で
あ
ら5

。
そ
れ
に
'
し
て
も
は
し
が
き
に
述
べ
.た
美
濃
國



.
五
.四

：
.(

一.
西
-.

一.)

：
.

.

ニ
ー1
'田

嚳

顧

誌

第

四

十

，八

.

.：

第
二
號
.：
.

.

神
海
村
に.

比
べ
.

る
.

と

極

め

て

變

化

し

い

と

1
K

は
ね
ば.

な
ら
ぬ
。
.此
の 

村
の
檢
地
は
.慶
長
三
^

.

一
.：
五

九

：
九

)

と
寶
曆
三
年

(

一
七

五

§;
:

の

地

頭

. ^
, 

野
氏
忆
，ょ
る
地
狎
の
二
囘
の
み
で
、
寶

曆

四

年

(

一'-
b

s

B

の
名
寄
帳 

は
麗
三
年
の
地
脚
に
基
い
て
作
成
せ
ら
れ
て
：ゐ
る
办
で
ぁ
る

.

が
ら
、
公
；
：

.

式
の
數
字
の
上
か
ら
考
へ
ま
生
產
カ
は
衰
退
し
た
と
さ
へ
云
び
得
る

。

- 

第
九
表
1
こ
れ
ら
.の
諸
^
{に
お
け
る
持
高
別
構
成
を
承
し
.た
.°
-
萬

台
 

11

年

の

分

は

：
货

棘

，
の

翻

係

が

ら

持

高

.で
は
な
く
、.保
有
地
の
地
積
で
別
げ.
 

た
。
各
！■度
龙
通
じ.て
最
：

K
の
高
持
者
，
修
理
：、
.忠
右
衞
門
、
八.
兵
衛
、
：
. 

新
：平
は
富
靡.修
理
.の
：渡
系.で
、.
.連
光
寺
村
名
主
で
ぁ
つ
だ
。
.慶
長
十
六
年 

_

の
名
寄
帳
を
見i
初
に
氣
づ
く
の
は
慶S
1
1
年
檢
地
帳
に
酸
べ
，て
登
載
. 

さ
れ
た
人
數'が
著
しX

少
い
.こ
と
つ
で
あ
る
。

.

卽
ち
檢
地
脹
のy\
一
 1 .

人
か_ 

,
名
寄
帳
で
は
分
附
ま
五
人
と
然
ら
ざ
る
も
の
九
人
め
計
十
四
入
に
減

：

.

つ
ゾ
て
ゐ̂

ぞ
こ
”
で
試
み
に
分
附
生
の
比
較
を
第
十
表
に
萊
し
た
：？
. . 

■

理
、
：：蔷

、-;
-
遷

衞

門
£

1
ー
名
は
共
通
ー
の
：
人

名

：で
：
ぁ

る

が

3

他

の
’ 

ニ
；-
<
は
異
名
で
あ
る
。.'
.
'そ
し
て
同
名
の
三
人
に
つ
い
て
：み
て
も
、
：

.
攀

賢

，
 

0

持
高
に
.ばV
:
.
.
著

し

：
い
_

化

於

現

比

れ

て

.い

る.？

僅

か'±
寒
を
距
て
ー
ヒ
一 

檢

地

帳

と

名

寄

帳

^

に
認
め
ら
れ
.る
こ
の
や
ぅ
な
差
異
は
如
何
に
理
解
す 

ベ
舍
も
の
で
ぁ
ら
ぅ
か
。
'.座
長
 

一
二
年
の
に
際
し
て
ば
直
接
耕
作^
-
の 

.

耕
作
權
を
認
め.ら
れ
た
分
附
地
に
對
し
て
、
分
附
主
が
.上
級
所
有
權
を
名 

寄
帳
作
製
に
當
つ
て
主
張
む
、
手
作
地
と
共
に
自
分
名
儀
で
登
載
し
年
貢 

負
擔
ひ
責
任
を
明
ら
か
に
し
.た
と
考
へ
る
事
は
，
他
村
の
事
.例
に
照
し
て 

推
測
に
難
く
な
い
。'然
し
乍
ら
速
光
寺
村
の
•場
合
に
は
分
附
她
の
饼
作
象 

が
全
て
.排

臂

水：

た
名
枝
な
か
っ
た
。
'例
へ
梂
源
六
郞
枕
慶
長
三
年
臉

，
.

■
>

地
帳
で
’は
自
已
.の
田
.六
畝
廿
八
步
の
ほ
、か
修
理
分
畑
一.敏
十
八
淡
、
.玄
蕃 

:

分
田
響
一
反
一M

十
六
步
、,
合
計
八
反
：一
畝一，一.步
で
あ
つ
，た
の
が
、
慶
長 

::

土
ハ
年
の
名
寄
暇
に
は
田
畑
 <1 

ロ三
五
石
五
斗
三
升
八
合
の
高
持
と
し
て
記 

.,

載
さ
也
て
.お
り
、.
.こ
の
數
字
は
村
內
で
、
修
理
、
將
監.に
.つ
ぐ
大
き
な
も 

,

の
で
あ
る
。
ま
た
臉
地
帳
で
は
修
理
分
一
反
_.
畝
サ
七
步
、
^
鞯

坌

庋
 

:

■

一
 
•，敏
ザ
四
歩
、.，
四

郞

左

衞

門

分

.一

反

'
一

畝
1

0
步
、
合
計
四
反
六
畝
一
步 

'
.の
分
附
地
(0
.
:み

を

耕

作

し

て

ゐ

た

彥

左

衞

門

^-
名

寄

帳

で

は

ニ

石

四

斗
 

:

六
升
四
合
の
持
高
を
有
す
各
百
姓
と
：し
て
記
載
さ
れ
て
、い
る
。

'更
'に
檢
地 

.:

:帳
.に
居
屋
敷
七
敏
ー
〇
步
と
自
已
の
田
ー
反
六
敵
.の
'

ほ
か
、
修
理
分
田
畑 

.

.

.
:■
'

1.

町
六
畝
土
ハ
步
、
、
合
計
，

1

町1

1反

九

灌

六

步

の

保

有

者̂

あ
つ
、た
內
.

r

蔵
助
は
、
名
寄
帳
に
は
十
プ
ー
不
八
斗
五
合
の
が
附
主
と
し
て

現

は

Ix
r

い 

.

. 

'る
0

か
く
の
如
き
慶
長1

藥
办
檢
地
帳
と
十
六
年
の
名
寄
帳
と
の
震
が 

::
:
如

伺

な

る

基

準

の

相

違.に
ょ
る
も
ので
あ
る
か
、

そ
し
て
前
者
.の
登 

載
溝
八
三
名
が
後
蕃.の
一
四
戸
に
ど
の
：樣
に
整
理
さ
れ
た
か
を
跡
づ
け
る 

' 

•事
は
切
來
な
い
。
し
.か
し
前
渚
に
於
け
る
居
屋
敷
所
有
者
が
十
二
名
で
あ 

X

一
 

町
步
以
上
の
土
地
保
有
者
が
十
六
入
で
あ
る
事
、
後
者
に
ニ

^

.
未
滿
の
者
が
皆
無
で
あ'つ
て
、
：
零
細
保
有
者
が
全
く
消
滅
し
て
し
ま
つ
て 

へ
_
.ゐ
る
事
に
注
意
し.た
い
。
零
細
保
有
者
は
萬
费
ー
年
で
も
ー
兀
祿
六
年
で
も 

’
依

然

と

し

て

少

ベ

、
‘
寶

曆

四

年

に

至

？

一

 

石
未
滿
の
绪
が
全
戶
數
の
約 

;.
■
-

三
割
三
分
と
な
る
が
、

：

そ
れ
で
も
慶
長
三
年
に
：五
反
未
滿
の
人
數
が
全
人 

.:
敷
の
.約
五
割
.五
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
に
較
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
い
。
か
く 

零

の

名

寄

帳

上

か

ら

の

消

滅

は

、
人
間
が
居
な
く
な
つ
た
の
で 

…
..

姐
な
く
、.十
四
の
家
に
包
含
さ
れ
た
め
で
あ
名
と
考
K
.た
い
。
十
四
の
家

は
生
活
村
落
に
於
い
て
村
落
秩
序
維
持
の
擔
ひ
手
で
あ
る
が
故
に
村
落

內 

部
に
於
い
て
は
そ
の
土
地
保
有
を
主
張
し
、
同
時
に
貢
祖
負
擔
の
責
任
者 

と
_な
り
！得
た.の
で
あ
る
。
而
し
て
慶
長
士
ハ
年
の
名
寄
帳
作
製
は
近
世
的

. 

支
配
體
制
に
對
應
し
て
近
世
村
落
の
原
型
か
ら
.近
世
村
落
が
出
發
す
る
起 

點
で
あ
る
。
此
の
際
此
ら
の
十
四
戶
の
：

「

家」

の
|
|
^
は
後
述
す
る
如 

く
、
祺
合
家
族
若
し
く
は
同
族
團
的
結
合
で
あ
っ
て
、
慶
長
三
年
の
檢
地 

に
ょ
る
零
擬
有
渚
は
獨
立
の
條
件
な
く
し
て
耕
^

^

の
'み
を
興
へ
ら
れ■

一
た
も
の
で
あ
り
、
事
實
上
は
家
族
成
員
と
し
て
家
父
長
の
統
制
に
服
し
て

： 

',

居
り
-■
■
»

近
^

！̂
頭
に
あ
っ
て
は
そ
の
機
な
も
の
と
し
て

「

家」

の
.中

に

姿
. 

を
禮
し
た
の
セ
あ
る
。

■•
‘
ぐ 

.

,

 

.近
世
村
落
の
形
成
過
程
で
此
ら
め
家
族
成
員
.は
高
分
け
に
ょ
っ 

分
家
若
し
く
は
非
血
緣
分
家
と
し
■て
放
出
さ
れ
る
が
、
連
光
寺
村
の
場
合 

に
.は
零
細
農
と
し
て̂

は
な
く
、i

應
獨
立
し
得
る
機
な
規
模
で
放
出
さ 

れ
て
ゐ
る
。
卽
ち
持
高
別
構
成
で
最
大
部
分
を
占
め
る
も
の
が
、
.
萬
治
一
一 

'年
に
は
五
反
双
上.一
町
五̂

ま
滿
の
«

で
そ
の
人
數
は
こ
七
人
全
體
の
七 

:

三
％
を
占
め
て
い
た
が
、75
祿
六
年
で
は
そ
れ
が
一
石
以
上
五
^

未
滿
の
'

•'
-
.層
.に
移
り
、.之
が
六
六
人
で
全
體
の.七
九
、
五
％
、
.寶
曆
四
年
で
も
同
く 

，.
'一
石
以
上
五
石
未
滿
の
：六..
1人
、
五
.八
％
と
な
.っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
各 

年
度
の
村
民
の
中
餍
と
す
れ
ば
、
慶
長
十
六
年
に
比
べ
'て
萬
治
ニ
年
及
び 

|冗
祿
六
年
の
戶
數
增
加
は
中
層
の
增
加
に
ょ
っ
：ズ
居
り
、
寶
曆
四
年
の
み 

.が

1

石
以
下
の
零
細
農
の
增
加
を
み
て
，ゐ
る
.
の
で
あ
る
。
各
年
度
の
戶
數 

は
慶
長
十
六
年
が
十
四
戶
、
离
治
一
一
年
が
.三
七
戶
、
一

K

祿
六
年
が
八
三
戸
、

..寶
曆
四
年
が 

ー
_

0
六
戶
、.
明
治一

一1
部
が
八
三
戶
で
寶
曆
四
年
の
數
字
が
將

‘近
，世
村
落
形
成
期
：に1ぉ
け
>̂
,
新
開
.と
入
畲
.

：

-

;
.殊
な
事
情
卽
ち
寶
曆
三
年
の
地
押
の
集
計
と
し
て
の
戶
數
で

.あ
り
、
檢
地
'

.

帳
の
場
合
と
同
じ
.く
そ
の
史
料
的
性
質
か
ら
資
料
と
し
て
の
限
界
が
ぢ
る 

.
の
で
、
村
！̂
!

成
員
の
增
加
は
元
祿
四
年
が
ピI

ク
と
見
る
ベ
き
であ
ら 

.

.
ぅ

M
K

ひ
換
：へ
れ
ば
元
祿
六
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
連
光
寺
村
の
百
姓
增
加 

■
は
飽
和
&

に
達
し
、.以
後
に
於
ぃ
<

は
所
謂
水
呑
層
の
發
生
增
加
へ
と
變 

質
し
て
行
っ
た
事
が
看
取
出
来
る
。
卽
ち
慶
長
三
年
の
零
細
保
有
者
が
直 

.

.

.接
所
謂
水
，呑
層
に
移
行
す
る
の
で
は
な
く
、

；

そ
の
間
に
近
世
村
落
と
し
て 

:

の
發
展
の
限
界
が1

つ
の
契
機
と
し
て
橫
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

.

〈

.
分
附
主
の
動
向
に
つ
い
て
見
る
と
、
慶
長
十
六
年
と
萬
治
ニ
年
で
は
分 

.

附
主
が
五
人
か
ら
ゴ
ー
人
に
減
り
、
.
分
附
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
百
姓
と
し
て
名 

. 

'
.寄
に
名
を
見
せ
て'ゐ
る
も.

の
.が
十
四
人
あ
り
、
ぅ
ち
十
一
人
は
ホ
趴
£ *

«

' 

.

(

忠
右
衞
門
の
惣
領)

、
の
分
附
で
、
其
の
弟
で
あ
る
三
郞
兵
衞
を
含
ん
で 

■:
■•ゐ
る
。•
又
慶
長
三
年
、
十
六
.年
に
分
附
主
で
あ
っ
た
四
郞
左
衞
門
は
男
子 

六
人
が
夫
々
分
家
し
た
事
が
百
姓
凼
緖
書
に
ょ
っ
，て
知
ら
れ
る
が
、

■
萬
治
. 

一.一
年
の
名
寄
で
は
、，
四
郞
左
衞
門
一
町
四
反
餘
、
主
計
九
反
八
畝
餘
、
茂 

左
衞
門.

1

町
.ニ
反
六
畝
餘(

但
し
此
れ
.の
み
は
市
郞
兵
銜
の
分
禅
と
な
っ 

て

ゐ

る

四
.郞
左
衞
門
家
は
馬
引
澤
の
百
姓
で
あ
る
が
、
茂
左
衞
門
は
居 

.を
移
し
た
爲
と
考
へ
ら
れ
る
。
萬
治
—-
.
一
年
，の•新
田
改
帳
に
は'
本
村
に
入
.れ 

■
ら
れ
て.
ゐ

る〉

.
喜
兵
衞
：一
町
四
反
六
献
餘
、
勘
左
衞
門
.
.
.ー
对
九
献
.餘

長
 

左
^-

門
一
町
八
反
六
畝
餘
、
の
六
人
の
名
が
見
え
、
本
家
で
あ
る
四
郞
左 

:

衞
門
は
分
附
主
で
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。…

V

奴
上
.の
樣
に
慶
長
十
六
年
を
起
歡
と
す
.る
近
世
村
落
は
十
四
戸
の
家
父 

-

.

.長
^'

統
制
か
ち
の
分
家
放
出
に
ょ
っ
て
，構
成
員
を
歡
加
さ
せ
る
が
、
連
光

• 

:
3L

五

•(

一
 

四
三)

1
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'田

學
.#

雜
誌
，
笫.四
十
八
卷
；

：

第1
1

號
.
.

寺
村
の
f

、
所
謂
百
姓
株
の
存
在
は
今
の
所
見
出
し
.て
ゐ
な
：い
。
寶
曆 

年
間
.に
肩
に
：一
通
、.'
宗
門
帳
に
記
載
さ
れ
て
：一
軒
前
の
苜
姓
と
な
っ
た
事
.：
 

.に
っ
い
'て
、
，名
主
に
謝
意
を
寒
し
た
：：

「

手
形」

-'
'
が
ぁ
る
の
み
で
ぁ
る。
-:

家
ひ 

_

'
ン
'
.:-
-
;

〔

.
：

.

近
#

^

落
の
構
成
員
と
し
て
の
：

「

家」

，
の
i

を
家
族
型
態
の
面
か
ら. 

見
で
み
ょ
ぅ
。
家
族
型
態
に
は
、
：
同
居
制
複
合
家
族
、
別
居
制
複
合
家
族

、
' 

單
婚
家
族
の
發
展
系
列
が
ぁ
り
、
：：こ
れ
ら
に
は
本
家
分
家
關
係
に
基
づ

<. 

同
族
團
結
合
に
ょ
つ
て
統
制
さ
れ
'て
ゐ
る
も
.の
：と
然
ら
ざ
-̂

も
の
と
が
あ 

る
。
速
光
.寺
村
の
：變
ロ
、
近
世
前
半
期
の
：家
族
型
態
を
知
各
手
掛
り
と
な

‘
'

ン

.

'

.五

六

ノ(

4

西
四)

'

る
ゆ
は
次
のfl

つ
の
.史
料
の
み
で
あ
る
。
：

：

:

T

*
延
寶
ニ
年
：

C
.
1

六
七
四)

：
-1

連
光
寺
馬
引
澤
下
川
原
舟
鄕
共
人
別 

:
•;•
■

:

,•
:
.
: 

但
血
呑
子
年
寄
迄」

'

:

I

延
享
元
年(

'

七
四
四)

「

宗
門
人
別
改
帳」

一
延
寶
ー一

年
の
家
族
員
數
別
構
成
を
第
十
一
表
に
、
延
享
ー
兀
年
の
家
族
員 

數
別
構
成
ど
年
齢
別
人
ロ
構
成
を
第
十

1

一
表
に
示
し
た
。
：
醫

ニ

年

の

分 

は
年
齢
の
記
載
が
な
い.爲
、
：
年
齡
別
構
成
を̂
^

出
来
な
か
つ
た
。
夂
、 

第
十
一
表
に
は
舟
鄕
村
を
含
め
たが
、
第

十

ニ

表

に

は

^

い

た
。
以
下
の 

考
察
で
も
舟
鄕
村
に
つ'い
て
は
關
說
し
な
い。

.

..

へ
铖1

1

0

席
璨2

翁

§

&

,

s

s



3

甶
學
會
雜
誌
：
第
四
十
八
卷'.
第
ニ
號
.

.

.

.

.

.

.

 
.
.
,
'
_

 

-

 V

 

'

 

:

 

.
■
:

-

■

慶
長
L

萬
治
年
間
の
家
族
型
態
を
知.る
史
料
が
缺
け
て
ゐ
る
の
，は
太
變 

殘
念
で
あ
る
が
、
、萬
治
と
虎
祿
の
略
ぐ
中
間
に
當
る
延
寶

一

一
年
に
よ
つ
て 

;
家

族

議

の

動

向

を

推

測:̂
て
見
よ
}

。

:■
'

.

 

. 

: 

I
 

戶
歡
0-

增
加
を
見
る
と
、
，萬
治
ー1年
の
三
七
戶
に
對
し.て
：六
三
戶
と
約' 

十
六
年
間
に
廿
四
戶
三
八
％
の
增
加
と
な
石
。
一

R

祿
六
年
の
.八
三
戶
は
十 

九
年
間
に
.
1

:

0戶
約
廿
四
%-

の
增
迦
で
、
增
加.率
が
弱
ま
つ.
た
.事
を
示 

，す
。
：延
寶
の
本
村
馬
别
釋
下
河
原
人
敗
合
計
は
四
五
九
入
、

：

戸
數
六
三
戶.

 

'
で 一

！！ C

平
均
七
'v

U

一
人
と
な
る
。
江̂

ゆ
れ̂

■
の
一
般
的
な
數
字
と
し 

:

て
知
ら
れ
て
ゐ
る
家
族
員
數
平
均
丨
四

〜
五
入
に
比
1;

て
1

^

平
均
.の
數 

値
が
高
い
。
小
：
^

に
見
る
と
、
本
村
が.■一#

^

i

?

八
人
で
、

S

 

本
家
の1

一
八
人
と
一
人
家
族
の
も
の
を
除
く
と
、
平
均
六

•

一
ー
人
と
な:0 

更
に
低
く
な
る
。
下
河
原
村
が
最
も
高
く
七

 

'
七
人
.
.で
.あ
る
。
こ
の
差
異 

は
下
河
原
村
で
は
水

H

を
主
と
す
る.農
業
經
營
が
行
ば.れ
て
ゐ
る
た
め
と.
. 

.考
へ
.ら
れ
る
。
又
全
體.で
一
人
家
族
が
一.戶
、
ニ
人
家
跃
が
皆
無
、
兰
人 

家
族
が
三
戶
に.す
ぎ
な
い
事
も
、
後
期
の
一
般
農
村
の
家
族
，員
敗
別
耩
成 

と
非
常
に
異
な
つ.て
ゐ
る
0
: 

• 

/

■

'

ン

.
家
族
の
呼
稱.は
記
載
.が
簡
單
处
の
で
當
時
の
呼
稱
の
全
て
.を
含
ん
で
ゐ 

る
と
は
思
は
れ
な
い
が
、
.
親
、
女
房
、
子
、_お
い(

甥)

、
ぅ
ば
、'
お
と
\
 

(

弟)

、
T

入
な
ど
で
あ
る
。
家
族
.の
内
容
で
親
夫
婦
と
戸
主
夫
婦
、
戸
主 

夫
婦
と
子
失
婦
、
ー
户
主
夫
婦
と
弟
夫
婦
な
ど
の
如
く
、

1

一
夫
婦
が
一
戸
の 

內
に
あ
る
も
の
は
本
村
に
六
戶
、
馬
引
澤
に
七
戶
、
下
河
原

.に
六
戸
、.
三
. 

組
あ
る
家
は
下
河
原
に
一
戸
、
合
計
ニ
〇
戸
で
全
戸
數
の
豹
三
割
が
單
純 

で
な
ぃ
_

双
を
示
し
て
ゐ
る
。
又
下
人
を#

つ
家
は
本
村
に
五̂

、
.
. 

.

V 

五
：八

： (

一
四
.六)

_澤
村
に
七̂

^

河
原
村
に
'八
戶
、
計
ニ
〇
戸
で
、
金
戶
數
の
三
割
が
下 

人
を
抱
へ
て
ゐ
る.o
下
人
の
員
は
男
三|

一一入
、
'さ

一
三
人
、
計
五
六
人
で 

總
人
口
め
.
一1 
ー-%
で
ぁ
る
。
下
人
一
人
を
持
つ
家
は
七
戸
、
二
人
が
六
戶
、 

三
入
が
四
戸
、
四
人
が
一
一
戸
、
十
七
人
が
，

P

尸
で
、
富
澤
本
家
の
十
七
人 

の
下
人
を
除
い
て
計
算
す
る
ど
、
下
人
.を
持
つ
家
十
九
戶
は
^
均
ニ
人
を 

有
す
る
事
に
な
る
。
卽
ち
此
の
時
代
で
は
農
業
經
營
に
於
け
る
下
人
の
意 

義
は
殆
ん
ど
失
は
れ
て
ゐ
る
と
見
て
差
家
へ
.な
い
だ
ら
•ぅ
。

次
に
一1

三
の
家
の
家
族
構
成
の
例
を
示
さ
ぅ
。

，〔

富
澤
本
家
の
場
合〕

萬
治
ニ
年
手
作
地
ー
〇
町
三
反
ニ
畝
十
八
步

I

戶
主 

j—

八
郎
兵
衞

母 
親=

甚 女  
:五 房 : 
左 
%  -. 
門

■力
や 

.い
ぬ

下
人

6 11
人 人 女

厚

L I I  I
雪 か 三 忠  
平 助 木 右  

助 衛 
' 門

11
'-TV.*-*

2i

17

中
ち
の
み
子
一
人.あ

り

.)

、

卢

主

の
/\

郞
兵
衞
夫
婦
之
弟
の
甚
五
左
衞
門
夫
婦
が
同
居
し
、
更
に
下 

人
十
七
人
を
抱
へ
、.そ
の
^

に
.乳
呑
子
が
ゐ.る
事
か
ら
、
下
人
の
中
に
.、 

夫
婦
が
ゐ
る
事
が
、判
る
。'i
p
ち
血
藏
、
非
血
織
を
包
含
す
る
锻
合
家
族
で 

'
灰
る
。

- 

.
-

.

〔

下
河
原
五
郎
右
衞
門
家
の
場
合

〕

海
治
二
年
持
高
七
反
四
畝
六
步

親
瀬
兵
衞

親

-

五
郎
右
衛
門

彦:

-

r

l

一 る は 傳 女
兵 .す..る十 ..房: 
衞 . 邓 '

血
緣
家
族
の
み
の
複
合
家
族
で
あ
る
。

〔

馬
引
澤
村
九
右
衞

2：

家
の'

場
合
.

〕

.

.

-

海
治
、
元
祿
共
に
持
高
不
明

.

戶
主
■

-

r
~

九

右

衞

門
• 

：  

，

o

o

女

房
..

P

と
\

-

善
兵
衞

產:

か
ん
三
郎 

ふ
じ

と

ち

の

ミ

子

1 2人
人

下

段
.0
1
ー
ー
人
は
續
柄
が
不
明
で
ぁ
る
が
、
.
血
緣
者
で
ぁ
る
。
家
族
員
數
が 

少
な
.ぃ
場
合
に
も
複
合
家
族
を
な-1
.
.て
ゐ
る
例
で
ぁ
る。

.
■
;

以
上
.の
諸
例
か
ら
見
て
も
延
寶

U

年
に
は
、
相
當
分
解
が
進
ん
.で
ゐ
る 

と
は
云
へ
.、
な
お
.複
合
家
族
の
型
態
が
殘
っ
て
お
り
、
時
代
を
遡
る
程
、 

富
澤
本
家
0.

如
き
、
血
緣
、
非
血
緣
を
包
含
す
る
複
合
家
族
が

「

家」

の 

併
造
で
あ
っ
；た
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
複
合
家
族
が
分
解
し
た
後
も
、 

本
家
分
家
關
係
に
基
き
、：
珠
に
非
血
緣
分
家
の
場
合
に
は
ョ
リ
强
く
系
譜 

關
係
が
身
分
的
上
下
關
傲
と
な
り
、
本
家
に
摘
制
せ
ら
れ
て
、
'
同
族
團
を 

形
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
議
な

「

家」

が
近
世̂

期
の
■
近

世

村

^
.
の 

秩
序
の
基
底
を
な
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
'

: 

' 

次
に
延
享1

兀
年
の
.家
族
型
態
を
見
て
み
る
。
同
年
度
に
は
九
七
戶
五
ニ 

八
人
で一

戶
平
均
五
.

•
五
人
で
灰
る
。
戶
數
は
元
祿
六
年
か
ら
五
0

年
間 

に
一
四
戶
デ
六
％
め
增
诹
、
涎
寶
ニ
年
か
ら
六
六
年
間
で
三
五
軒
五
六
％ 

の
增
'加
.で
、：
著
し
く
增
加
率
が
低
下
し
て
ゐ
る
。
家
族
員
數
別
構
成
は
、 

延
享
元
年
.で
は
最
高一、

一
一
人
家
族
で
、
九
人
家
族
以
上
は
延
寶
ー
一
年
の
一 

八
戶
ニ0

0

人
、
入
口
全
體
の
四
三
％
を
占
め
て
ゐ
た
が
、
延
享

一

兀
年
で 

は
九
戶
八
九
人
、
入
口
全
體
の
約

一

セ
％
に
過
ぎ
な
く
な
り
大
豸
族
の
^
 

め
る
此
重
が
著
しV

輕
く
な
つ
'て
ゐ
る
。
之
に
反
し
て
五
人
家
族
以
下
は 

延
寶
ー.1

年
で
.は
一
九
戶
八
耳
人
で
人
口
全
體
の
ー
九
％
に
過
ぎ
な
い
が
、 

延
享
元
年
で
は
西
九
戶
ー
七
〇
人
、
H

一
 

一‘％
と
小
家
族
の
^
め
る
比
重
が 

箸
し
く
重
く
な.っ
て
.
ゐ
る
。
複
合
家
族
が
相
當
に
分
解
し
た
延
寶
期
に
比 

べ
ズ
も
家
族
員
數
の
矮
少
化
が
著
し
い
事
が
判
る
0;V

 

.

.
.

 

;•
-

延
享
ー
死
年
の
年
齢
別
構
成
に
示
夂
於
如
く
、
林
外
へ
奉
公
に
出
て
ゐ
る 

も
の
が
あ
る
。
，
延
寶‘二
年
で
村
外
へ
奉
公
に
出
て
ゐ
る
の
は
、
本
村
か
ら
、 

江
戶
へ
男
女
各
一
人
、
：他
村
へ
男
五
.

^K
1
.

入、計馬引澤村か

i

九
：

(

1

四七

>
.

近
世
村
落
形
成
期
に
お
け石
新
開
と
'

入
#



.
三

田

學

會

雜

乾

，
第

四

十

八

卷

/

第
.
1
ー'號

ご

，

•

.

..

.ら
江
戶
へ
男
四
人
、
鋳

べ

男

二

人

、
計
六
人
、
‘ M

：

原
村
か
ら
江
戶
へ 

:

男
：，一
人、
. 

「

五
人
で
、
逋
光
寺
村
金
歡
か
ら
宏
へ
ば
江
戶
へ
男
六
入 

女
一
人
、
他
村
へ
男
七
入
女
一
人
が
摩
公
に
出
て
ゐ
る
。
總
人
ロ
の
三
％ 

强
に
當
る
。.
然
る
に
延
享
元
年
に
な_る
と
、
村
外
へ
奉
公
に
出
て
ゐ
る
.も
. 

.

の
八
七
人
で
總
人
口
の
ニ
四
％
强
と
な
り
"
そ
の
中
に
戸
主
に
し
て
奉
公 

す
る
も
の
五
人
、
戸
主
の
女®S

に
し
て
牵
公
す
る
も
の
六
人
が
あ
り
？
四 

人
家
族
に
じ
て
金
員
奉
公.に
出
で
ゐ
る
も
の
、
或
ひ
は
幼
双
'な

‘
る

も

の

の 

み
が
殘
つ
て
家
の
態
を
な
さ
な
い
も
の
な
ど
を
見
る
事
に
な
つ
て
、
之
ら 

.

の
事
情
を
考
慮
す
る.と
、
戶
數
の
減
少
、
或
ひ
は
家
族
員
數
別
構
成
に
於 

け
る
小
家
族
の
比
重
は
更
に
重
き
.を
加
へ
.
る
事
に
.な
る
。

.

- 

:
,勞
働
人
ロ
に.
つ
：い
て
見
る
と
、.村
外
べ
の
奉
公
人
を
除
い
て
、
村
內
.に 

あ
る
も
の
に
し
て
一
六_

双
±

ハ0
罾
以
下
の
男
女
ム&

ー
一
兰
七
人
で
、 

總
人
口
の
約
五
六
％
と
な
る
。
上
記
の
年
_
で
村
外
へ
奉
公
し
て
ゐ
る
も 

の
七
三
人
で' 

二
ハ
歲——

六0

歲
の
者
合
計
三一

〇
人
に
對
し
て
二
三 

强
が
村
の
勞
働
人
口
か
ら
出
て
行
つ
て
ゐ
る
事
に
な
.る
。
.當
面
の
問
題 

に
は
係
り
な
いが
、

.

i

.

1

の
南
年
度
を
掘
じ
て
村
外
奉
公
人
の
約 

平
數
が
江
戸
へ
奉
公
に
行
つ.て
ゐ
る
の
は
法I

れ
.る
。
.

•

總
人
ロ
で
は
延
寶
ー
一
年
の
四
五
九
人
に
.比
べ
、
延
享
元
年
の
五
一
一
八
人.
 

は
六
九
人
，

一 

.五
％

の
增
加
で
、
さ
し
て
增
加
し
て
ゐ
る
七
は
“

へ

ず(

戸 

數

增

は

五

六

％)

、
M

に
延
寶
ー
一
年
の
人
口
か
ら
村
外
奉
公
人
を
除 

.い
た
四
四
五
人
と
、
延
享
元
年
の
村
外
奉
公
人
を
除
い
た
四
四

.一

人

私

'
較
 

:

ベ
れ
ば
、
傲
に
四
人
で
あ
る
が
、

'

延
享
の
方
が
減
少
さ
べ
し
て
，ゐ
る
事
に 

な
る
。
 

' 

/ 

■

へ

，六
0

ぺ
.

一
.

四<
)

以
上
を
要
す
る
に
連
光
寺
村
の
人0
は
延
寶
ニ
年
以
來
停
滞
し
て
お 

り
、
戶
數
の
增
加
ほ
必
ず
し
も
人
口
の
增
加
に
ょ
る
も
の
で
は
な
く
、
.複 

合
家
艇
.の
分
解
に
ょ
っ
て
在
じ
た
戶
數
增
加
で
あ
り
、
延
寶
.ニ
年
.に
は
全 

戶
數
の
.三
割
が
、
多
少
複
合
家
族
的
構
成
を
も
つ
て
ゐ
た
.と
は
い
へ
、
分 

解
の
テ
y
ポ
、
戶
數
れ
增
加
が
も
は
や
弱
ま
る
段
階
で
あ
つ
た
と
云
へ
る 

だ
ら
う
。

: ,(

註

1

)

慶

長

m

年
檢
池
帳

.六
册
の
表
題
は
次
の
通
り

。

■

ノ

第

一

册

：

「

武
州
多
東
郡
連
光
寺
鄕
御
繩
打
水
帳

」

■

，
第

二

册

r

武
州
多
東
都
連
光
寺
之
鄕
御
繩
打
水
帳

」

■
.

.. 

.

第

三

册

.「

.
表
紙
缺

J
:

 

;

s

引
澤
分
力

：>

.

:

へ

第

四

册

「

武
州
多
胄

_

連
光
寺
之
鄕
下
河
原
御
繩
打
水
帳

」

 

h

第
五
•
册

r

武
州
多
東
郡
連
光
寺
之
鄕
屋
敷
御
繃
打
水
帳

」

V

第

六

册「

武
州
多
東
郡
連
光
寺
鄕
舟_
御
繩
打
水
帳」

'

■■

檢
龙

役
人
は
竹
川
監
.
物
、'
,
井
口
茂
右
衛
門
、
，窪
田
久
左
衞
們
で
、
總 

'

牽
行
辟
大
久
保
長
安
'̂
考
べ
ら
れ
る
°

.

(

註

2
>

_

ぃ

は
.
ゆ
る
用
水
關
係
史
料
は
此
の
村
で
は
幕
末
期
に
多
少
見

‘ 

,

ら
れ
る
だ
け

.
で
、
.

近
：世
前
期
に
ば

.殆
ん
ど
見
ら
れ
な
、い
。
僅
に
個
人 

.

所
有
の
池
水
の

1也
料
が
'

|

、

ニ
點
あ
る
の
み
で
あ
る
。
史
料
が
な
い 

,

.

.
か
ら
.「

永

」

の
問
題
が
な

.
か
.つ
た
と
は
安
ベ
な
い
が
、
以
下
の
行
論 

.

で

は

「

水」

に
っ
い
て
觸
れ
る
事
が

.
な
い
だ
ら
う
。
：

；

(

註

3)
.

太
閤
検
地
內
至
は
近
世
初
頭
の
檢
地
に
っ
い
て
安
樂
城
盛
昭 

:

氏
宮
川
滿
氏
、
後

藤

陽

'

氏
等
を
始
め
と
し
幾
多
の
業
績
が
盛
に
發 

.

表
さ
れ
て

.
ゐ
.る
0

そ
う
し
.た
先
學
諸
氏
の
論
稿
を
理
解
す

■
る
'た
め
の

第 1 3 表 ， 新 田 畑 開 發 地 積 表

パ-' , 下 田 下 畑 . 居(犀敷地） 合 . 計

.慶 ’喪 3 年 7 町6 反8 畝1 3 歩 3 町0 反5 献 3 歩
i . . - 1 0 町7 反3 畝1 6 步

瘥 長 ：1 2 年 1  9
3 2 5 7 7 4

■ . I

谷 0 2 9

寬 71 
(?

ぐ 5

琳ノミ
年
) 1  0 5 1 0 2  0 2 9 1 2 ^  ( 6  A ) 3 1 9 1 9

: 寬 
永 本 村 9 2 2 5 2  5 7 2 9

4 7 2 B
1 0

年 -下对 原 6 2 0 9 2 1 3 2 2 畝6 步( 6 人）

萬
治

本
• 村

7 7 4 1 1 0 2 2  .

2 3
A

2 9
2

年.： 下对 原 2 6 2 4 1 5 1 9 2 6 步 a  A )

元
. 祿

本
村 3 2 2 3 4 1 8 2 畝1 2 步( 3 人)

1 2

2
2 8

5

年
下 洵

原
8 1 3 3 1 1 2 5 畝1 8 步( 3 人 )

享 ゼ

a

良 2 年  

ド 村 ノ ミ ）
.

< 6 0 ----- 6 0 -----.

元 2 本 村 2 8 1 8

4
1

9

文 年 下 河 原 1 2 2 1

:

.
:■

手
段
と
し
て
、
關

束

の

1

農
村
の
事
例
に
よ
っ
て
さ
メ
や
か
な
素
描

'
.

を
試
み
た
の
で
あ
る
。
. 

r 

.

(

独
4〕

\ 

.享

保

.一
 

'一
プ
年
.
.の
.

(

.

「

村
中
先
祖
ぶ
段
^

書
印
置
^」

：
と

あ

る

西
'

'

姓

由

緖

鄯

に

よ

る

,0
裏

表

紙

に

「

座
敷
有
合
外
者

」

と
：し
て
四

.

一.
人
.
'

,

,
の
各
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
°

恐
ら
ぐ
村
寄
合
.の
席
順
を
示
'
才
の
.
だ
ら
.

ぅ
。
忠

右

衞

門

(

富
濘
本
家

)

を

中

心

に

右

に

一

三
人
、
左
に
一
七 

'

人
、
下
段
に
：十
人
が
略

 
>

.

圓
形
に
記
さ
れ
て
今
る
。

'

ハ

:
'

.

'

.

H

:
.

新

摄

の

開

發
'

',
v

:v
:

:

 

.

'

.

.
農
業
生
產
力
の
發
展
は
農
業
被
術
の
.發
達
に
基
く
軍
位
面
積
當
々
の
收
'

. 

權

霧

大

と

、
獄

面

續

の

增

大

の

n

面
に
規
は
れ
る
で
連
光
寺
村
が
近 

世
初
頭
以
来
、
農
業
生
產
力
に
於.い
て
ど
の
機
な
發
展
を
な
し
.た
か
を
村 

と
關
述
さ
せ
乍
ら
本
節.'に
‘扱
ふ
事
と
す
る。
'
:
.
'

農
業
技
術
の
發
達
に
っ
い
て
は
直
接
そ
の
樣
相
を
知
る
材
料
が
な
い
の 

で
、
本
節
で
は
主
に1

璐

太

の

面

を

明

ら

，
か

.
に
し
て
み
よ
ぅ
。

.

1

擴
大
の
動
向
を
知
る
史
料
と
し
ズ
、
次
の
九
つ
の
時
點
の
新
田
新 

畑
敗
帳
が
あ
る
。

.

, 

. 

: . 

\

,•

©

慶

長

三

年

-

1
.

五
九
九

)

.

⑧
慶
長
十

.
一
一
年

(

ー
六

0

七

)

，

,

:

 

③
寬

永

五

年

2

六
ニ
八

)
，

④
寬

永

七

年

(

一
六
三
三

)

.

⑥
离
治
ニ
.年

a

六
宣
九)

.

.

⑥
元

祿

五

年

a

六九
..

ニ) 
. 

.

.

, 

■

■
'

⑦
享

保

ニ

年

.(
一

七
.
一
七

)

.

⑧

元

.文

.

ニ

年

a

七
三
七

)

•

:

( 1
)

涎
享
三
年
-(

.
一
ぺ
七
四
3 '
-

_

.

第
十
三
表
に
渐
田
新
畑
の
開
發
地
積
を
.示
1>

た
。
振
し
延
享
三
年
は
特
殊 

.
な
事
情
の
下
に
行
は
れ
た
新£

取
立
で
あ
る
の
で
、
節
を
改
め
て
扱
ふ
事

迸
'1
&

村
落
涨
成
期
に
.ぉ
サ
る
渐
開
と
'入

會

：



?

•

C
l

五
〇
>

一
と
す
る。
'
/
' 

.

.

•:
■
.

ン
第
十
一1
一
表
に
：つ
；い
て
み
る
ど
、
.合
計
欄
で
は
、
慶
長
三
年
が'-
'
%づ
.と
も 

大
で
あ
る
が
,\
.
村
金
體
：が
檢
胁
を
ぅ
け
ズ
行
政
村
落
と
し
て
把
握
さ

.れ

た
. 

時
の
數
字
'で
あ
：り
、
以
後
の
新
開
と
は
多
少
意
味
が
異
な
つ
て
：ゐ
る
。
此 

の
年
の
新
田
細
の
大
部
分
が
下
河
原
村
.の
そ
れ
で
あ
る
事
は
先
に
見
た
所 

'
で
あ
る
が
、̂

:

と
し
て
の
；下
河
原
村
批
新
村
と
し
て
_

發
ざ
れ
、
略
 々

此
-の
年
に
完b

し
た
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。
：
卽
ち
以
後
の
新
開
に
於
い
て 

下
河
原
村
の'占
.め
る
數
字
は
可
成
低
い
。
こ
'れ
は
本
村
分
が
馬
引
澤
村
を 

含
ん
だ
戶
數
人
ロ
に
於
い
て
下
河
原
村
に
ま
さ
る
た
め
に
生
ず
る

^

と
.
い
. 

ふ
；だ
け
‘で
は
な
く
、
下
河
原
淋
の
持
っ
自
然
條
件

—

多

®

^

に

ょ

っ

て

西
 

方
，に.境
界
が
限
ら
れ
て
ゐ
：る
事
に.ょ
る
も
の
と'し
た
.い
。

.

、
'
，居
屋
敷
の
增
加
は.、
寬
永
五
年
に
本
村
の.六
戸
、
寬
永
十
年
に
下
河
原 

.の

.六
戶
が
法
目
各
れ> 
元
祿
六
年
に
至
っ
て
本
村
下
河
原
に
三
戸
づ
k

が 

培
加
す
る
。'
居
屋
敷
が
寬
永
年
間
に
飛
躍
的
に
if

加
ハ
慶
長
三
年
の
屋®
 

水
帳
に
は
明
屋
敷、
' 
寺
を
含
.め
て
ニ
'
四
簞
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
るの
.に
比
較 

し
.て)

し
て
ゐ
る
の
に
對
し
て
、
新m

畑
開
發
の
地
積
は
寬
永
十
年
を
ピ 

1
ク
と
し
.て
以
後
は
漸
次
減
少
し
て
ゐる
。

：

.

次
に
各
年
度.の
開
發
人
別
に
開
發
地
積
を
集
計
し
て
、
地
積
別
構
成
を 

第
一
四
表
に1
7K

し
た
。
小
®

の
集
計
が
出
来
る
分
は
小
：

a
i
：

に
示
し
、

. 

そ
の
末
尾
に
：村
全
體
で
の
構
成
を
示
し
た
。
寬
永
十
年
、
萬
治
ニ
年
、
元 

祿
五
年
が
そ
れ
で
あ
る.が
、
.合
計
欄
.で
.、
本
村
馬
引
澤
下
河
原
の
數
字
と 

比
べ
て
ニ
人
か
ら
三
人
少
ぃ
の
は
小
村
毎
の
出
入
作
を
整
理
し
た
事
に

-J
:
 

る
。

' 

.開
發
者
の
人
數
ば.一

R

祿
五
年
迄
は
增
加
し
、
以
後
減
少
す
る
。

M

l

 

.積
の
大
さ
でダ
ル
ー
ブ
•別
に
ずる
と
大
體
の
傾
向-と
し
.て
は
五
敏
以
上
の 

グ
ル
f

.ブ
は
寬
永
十
年
を
境
と
し
て
減
少
し
、
五
畝
以
下
の
.ダ

.
ル

ー

ブ

は 

一

R

祿
五
年
迄
增
加
す
る
。
卽
ち
元
祿
五
年
迄
の
開
發
者
增
加
が
寬
永
十
年 

を
境
と
し
て
、
.l
i
.は
比
較
的
に
規
模
の
大
き
な
も
の
X

增
加
、
以
後
は 

規
模
の
小
さ
な
も
の
、
特

に--
*

畝
以
下
の
零
細
な
開
發
渚

(
一.

步
と
か
ニ 

步
：七
一
其
っ
た
も
の.ま
で
-
あ
る〕

•
の
增
加
に
ょ.る
事
が
判
る
。
此
の
傾
间
は 

ニ
筆
當
り
の
平
均
地
積
と
、

一
人
當
り
の
.平
均
地
積
に
ょ
っ
て
裏
づ
け
る 

事
が
出
來
る
。.第

I

五
表
に
沄
し
た
如
く
广
寬
永
十
年
迄
は
一
筆
申
肖
ー
一 

锨
臺
で
あ
っ
た
の
が
、
萬
治.一
一
年
、
，
元

祿

五

年

の

雨

年

度

^

一

 

畝
以
下
と 

な
り
、
：享
保
、
元
文
に
至
っ
て
漸
く

1

畝
臺
と
な
る
。

一
人
當D-
の
平
均 

.
%

同
■

に
寬
永
十
年
と
萬
治
一
一
年
で
は
大
き
な
差
を
示
し
て
ゐ
る
。

享
保
、
元
文
期
の_

發
は
元
祿
以
前
の
場
合
と
異
な
り
、
何
か
整
然
と 

じ
た
樣
子
が
あ
り
、.計
靈
的
だ
開
發
狀
況
が
み
ら
れ
る
。
第
ニ
ハ
表
に
享 

保
五
年
の
開
發
地
積
，が
整
然
と
じ
て
ゐ
る
樣
相
を
示

.し

.た
。
享
保
以
降
の 

.
開
發
は
元
祿
期
迄‘の
開
發
と
異
な
っ
た
意
味
を
持
ち
、
そ
め
計
翬
的
な
面 

が
は
っ
き
り
幕
府
の
農
政
と
か
、
は
り
を
見
せ
乍
ら
現
は
れ
る
の
が
延
享 

三
年
の
村
請
新
田
取
立
で
あ
る
。

各
年
庳
の
特
殊
な
諮
載
に
ケ
い
て
見
る
と
、
.
分
附
地
の
有
無
を
指
摘
出 

来
る
。
慶
長
十ill

年
に
は
分
附
記
載
が
あ
り
、
修
理
分
と
次
蕃
分
で
あ 

る
。
開
發
者
は
慶
長
三
年
の
檢
地
.帳
の
場
合
と
同
じ
く
、
自
己
の
.保
有
地 

の
他
に
、
雨
人
の
分
附
地
の
何
れ
を
も
開
發
し
て
ゐ
る
。
寬
永
五
年
で
は 

分
附
は
忠
右
衞
門
分
と
兵
庫
分
で
あ
る
。
忠
右
衞
門
は
修
理
の
粋
で
、
.
分



第 ’1 5 表 慶 襄 —— 元文新開田畑地後一筆當り及び一人當り平均
. . . . . . •• ' . . • • .. . . ゾ...

筆 . 數 平 均 人 數 平 均

慶 長 12 年 84 2畝 4步 87 • 4畝 26步

寬 永 5 年 . 110 2畝 27步 37 8畝 19步

寬
■永

本
馬 引

村
澤

145 2畝 12步 31 lid , 9步
10

下 河 m 42 2畝 10步 19 5畝 9步

萬
治

本
.馬 引

村
澤

- 200 1 1 # 42 .1献.. 25步
2
年 下 原 51 15步 _ • 17 1畝 170
兀
祿

本
馬 引

村
澤

103 22步•' ..て

42 佩 18步

年 下 河 m 48 21 く 2畝 . 5步

_ 享 保 . 5 年 48 . 1畝 8步 17 3畝 id步

元
文

本 村 28 1畝 グ步 16 广1畝 23步

2
年 下 河 原 ； 3J5 24步. ' -

16 , 1 24步

3

田
擧
會
雜
誌
，

笫

四

十

八

卷

.

.第
二
號

六
.四 

v
r-
*

五J
1

)

.

.

第
16

:表
享
保
五
年
開
發
地
積
表

'

附
記
載
に
は
忠
右
衞
門
分
修
理
と
あ
る
%

の
が
あ
る
。
卽
ち
分
附
さ
れ
た 

も
：の
の
中
に
は
同

」

め

「

家J

-.

に
屬
す
る
も
の.が
ゐ
る
の
で
あ
る
。
兵
庫 

は
玄
蕃
め
俾
で
あ
る
。
亦
居
屋
敷
六
筆
の
中
、
五
筆
迄
は
忠
右
衞
門
分
と 

な
つ
.て
ゐ
る
。
此
の
帳
の
末
尾
に

「

馬
引
澤
宗
久」

な
る
も
の
\
新
田
畑 

居
屋
猶
を
記
し
た
一
紙
が
結
び
つ
け
て
あ
る
が
、
宗
久
は
慶
長
士
一
年
に 

は
修
理
.分
宗
久
と
し
て
田
一
畝
ニ
步
を
開
い
'
て
ゐ
る
が
、
寬
永
五
年
に
は 

ニ
.反
五
歩
を
開
發
し
、
.一

if

一0

步
の
居
#

双
を
持
つ
て
ゐ
る
。

一
紙
の 

.裏
：に
名
主
•
五
人
組
頭
とM
は
れ
る
五
人
が
立
八
ロ
^
^
の
旨
記
し
て
あ
る 

點
か
ら
見
て
、
此
の
：年
に
は1,軒
前
の
百
姓
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
考
へ 

:

ら
れ
る
。
寬
永
五
年
の
本
帳
に
は
宗
久
は
見
え
な
い
。

'
寛
永
十
年
，で
は
本
村
に
忠
右
衞
門
分
、
兵
庫
分
が
あ
り
、
下
河
原
村
に 

は
將
監
分
、.
長
兵
衞
分
、.庄
左
衞
門
分
が
あ
る
。
居
屋
敷
に
は
分
附
記
載 

は
な
い
。

: 

‘ 
: 

'

. 

'萬
治
一
一
年
に

.は
分
附
記
載
は
な.い
。
.萬
治
ニ
年
の
名
寄
暇
と
對
比
す
る 

と
名
寄
帳
に
見
え
る
も
，

Q

は
全
て
新
田
畑
改
_
に
現
は
れ
て
ゐる
。
名
寄 

帳
：に
見
え
る.|
郞
兵
衞
分
附
の
十.
一
人
の
中
、
四
人
の
開
發
は
馬
引
澤
村

^r
t
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1

1
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2
 

2

1

1
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2
 

2
 

2
 

2
 

4
 

^
0

.

.

 -

.
>

.

 

-

 

-

 

K
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積

15
.

9
24
18
24
21
18
15
12
e

3
27
24
18
15
12
9 

6 

3

m
m 
3

3
 

2
 

2
 

2

1

1

1

1

X
 

m

 

一一

地

.

-

.

.

,

:

で
行
は
れ
て
居
り
、1

擴
大
，の
努
力
が
小
村
の
内
部
以
外
へ
向
け
ら
れ 

て
ゐ
る
事
が
判
る。
.

.

.

,

元
祿
五
年
に
は
八
郞
兵
衞

(

忠
右
衞
.門
の
孫)

分
が
f

が
、
分
«

さ

 

れ
て
ゐ
る
も
の
は
下
河
原
村
の
も
の
で
あ
っ
て
本
村
へ
入
作
し
、
そ
の
入 

が
分
^

^

と
な
つ
て
ゐ
る
。
人
數
も
僅
に
三
人
で
あ
る
。

■

享
保
ー
一
年
、
元
文
一
一
年
に
は
分
附
記
載
は
な
く
、

.
兩
年
.共
に
川
崩
の
貼 

紙
が
殆
ん
ど
に
な
さ
れ
て
ゐ
る。

.

.

.

以
上
述
べ
た
所
か
ら
、
新
田
畑
開
發
に
は
三
っ
め
歴
史
的
段
階
が
あ
る 

事
を
知
る
。.

慶
長
十
二
-
—

^
永
十
年
は
比
較
的
規
模
の
大
き
な
開
發
が 

な
さ
れ
、
萬
治
、
.元
祿
期
は
小
規
横
な
む
し
ろ
零
細
と
も
云
へ
る
開
發
が 

な
さ
丸
、
享
保
、
元
文
期
は
計
畫
的
な
開
發
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
居
屋
敷

' 

の
增
加
も
寬
永
年
間
が
准
目
さ
れ
、
分
附
記
載
も
寬
永
年
間
で
消
滅
す 

る
。
右
の
樣
な
事
情
を
前
節
に
見
た
村
落
_
造
の
'變
化
と
あ
は
.せ
考
へ
て
. 

み
よ
ぅ
。
家
.の
輯
造
で
述
べ
た
如
く
、
近
世
初
頭
は
複
合
的
大
家
族
に
よ 

っ
て
農
業
經
營
が
行
は
れ
、
延
寶
期
は
そ
ぅ
し
た
複
合
家
族
の
分
解
の
完 

了
f

あ
っ
た
。
寬
永
十
年
迄
の.比
較
的
規
模
の
天
き
い
新
田
畑
開
發
は
，
 

祓

合

的

大

家

族

の

力

の

多

量

の

狡

入

に

よ

っ

て
0

は
れ
' >

此
の
^

期 

迄
の
規
模
の
小
さ
い
開
發
ば
祺
合
的
大
家
族
成
員
の
：

&
わ

か

を

. 

.有
し
、
複
合
家
■
分
解
の
際
の
經
濟
的
基
礎
と
な
る
。
罵
永
年
間
の
居
屋 

敷
の
增
加
は
複
合
家
族
の
分
解

=

家
族
成
員
の
獨
立
を
意
味
し
、
.
慶
長
十 

六
年
の
近
版
村
蕩
成
員
十
现
戶
か
ち
、
‘萬
治
.一f

年
の
三
四
戸
へ
培
加
す 

る
發
展
の
.足
取
を
示
し
て
ゐ
る
。
同
時
に
開
發
規
模
が
寬
永
十
年
•と
.萬
治 

1
1

年

：
で

大

き

な

變

化

を

見

：
せ

る

の

は

、

複

合

家

族

.
の

分

解

に

よ

る

投

下

勞

近
世
村
落
形
成
期£
知
け
.る
，
新

開

之

入

會
.

，?•
-

働
力
の
矮
少
化
钇
よ
る
と
共
に
、
新
開
の
對
象
と
な
る
未
^
'
へ
の
新
開 

制
限
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
近
世
村
落
が
形
成
さ
れ
，る
週
程

. 

で
、
，.「

家」

の
擠
造
：の
あ
り
方
が
、
生
產
カ
發
展
の
ー
つ
の
.限
界
を
も
た' 

:

ら
す
と
共
に
、
そ
う
し
'た
家
の
結
合
で
あ
ゐ
近
世
村
落
が
此
の
段
階
の
農 

業
生
產
に
於
い
：て
村
落
全
體
と
し
て
の
再
生
產
に
必
要
な
秣
場
の
確
保
の 

爲
、新
開
を
制
限
す
る
方
向
に
村
落
規
制
を
形
戚
せ
し
め
た
で
あ
ら
う
し
、 

文
内
部
的
な
限
界
を
打
破
ら
，う
と
し
て
外
延
的
'な
發
展
に
向
べ
ば
周
邊
村 

落
と
の
接
觸
か
ら
、
反
つ
て
村i

合
の
强
化
を
齎
ら
し
內
部
ベ
の㈣

®
 

が
强
め
ら
れ
た
形
ち
で
現
は
れ
て
く
る
。
.次
節
に
周
邊
村
落
と
の
接
觸
に 

齎
ら
さ
れ
る
諸
限
界
を
述
べ
る
が
、
そ
の
樣
な
過
程
を
經
過
し
て
、
萬
治

. 

延

寶
*
.元
祿
期
は
.近
世
村
落
が
確
立
し
、
固
定
化
す
る
時
期
で
あ
り
、
享 

保
.

元
文
'
*延
享
期
は
確
立
し
た
生
活
村
落.の
諸
規
制
の
中
で
、
領
主
の：. 

政
策
と
の
か
ら
み
合
か
ら
す
る
新
田
畑
開
發
が
行
は
：

.れ
る
の
で
あ.る
。

,
.四

A
#

0 

: 

, 

'

.

■

生
活
の
，場
と
し
て
の

r

生
活
村
落
：

j

に
ば
ニ
つ
の
要
素
が
あ
る
。
.、
一.
つ 

.は
一
定
の
人
間
集
團
の
存
在
で
あ
り
•、

一

 

つ
は
そ
の
機
な
人
間
集
團
が
坐 

活
の
根
柢
を.置
く
地
理
的
な
範
域
で
あ
る
。
.
前
一
一
節
で
は
一
定
の
人
間
集 

團
が
ど
の
樣
な
社
會
を
形
成
し
、
生
產
力
を
發
展
.せ
し
め
た
か
，を
明
ら
.か 

.

に
し
た
が
、
本
節
で
は
生
活
の
根
柢
た
る
地
.理
的
な
範
域
が
排
他
的
.に
確 

.立
さ
れ
る
過
徵
を
追
求
し
よ
ラ。
.

織
豐
政
^

^

來
封
建
領
主
は
村
を
單
位
と
す
る
徵
税
組
織
'̂
^

そ
の
財
政
- 

的
基
礎
を
置
い
た
が
、
此
の
場
合
’の
村
は
生
活
村
落
と
し
て
.の
面
か
ら
で 

は
な
く
、
行
政
村
落
と.し
て
.
の
面
が
ら
把
え
ら
れ
て
ゐ
る
の'で
あ
る
。

.

六

五

C
l
i
:
D



三
-
®

雾

雜

誌

へ
.
第
四
.十
八
卷
ヘ
ソ
箄
こ
鞾.

い
は
.ゆ
る
，

「

村
切」

.
は
初
期
に
ば
獄
及
ぴ人
，に
っ
い
.て
の
對
領
主
關
係. 

=

貢
租
收
取
關
係
の
整
理
を
目
的
と
し
で
居
り
、
村
^

2

^
で

め

-
|
|
^
的

. 

.
變
飽
ち
中
世
的
名
、壬
の
複
合
家
族
的
®
!
.

(

そ
れ
は
同
時
に
軍
康
粗
織 

'で
も
ぁ
っ

た

)
の
分
解
と
共
に
、
生
活
村
落
の
村
域
決
定
の
方
间
へ
■
員 

し
て
行
つ
て
ゐ
る
。そ
れ
‘で
も
尙
、■

耕
地
に
つ
い
て
の
政
策
で■
あ
つ
て
.、 

.生
活
®

T

か
そ
の
村
の
生
產
カ
の
苒
生
產

(

単
純
並
に
擴
大)

に
必
要
な 

，未
1

.

の
部
分
に
1づ
い
て
は
關
與
し.て
ゐ
な
い
機
で
あ
る
。
檢
地
^：

切 

ば
行
政
村
落
：の
把
握
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
，近
世
村
落
形
：
 

成

の

麗

の
全
て
釦
包
含
し
.て
.ゐ
る
も
の
で
は
な
い0.

V

封
建
領
主
權
の
發
動
に
よ
っ
て
計
畫
的
に
新
村
が
創
設
さ
れ
る
の

.で
^
 

な
く
、
自
然
發
生
的
に‘村
づ
く
り
が
な
さ
れ
た
爆
合
、
或
ひ
は
中
世
村
落 

が
そ
■
の
ま
X
.近
世
に
持
込
ま
れ
た
場
合
、
生
活
村
落
が
そ
の
生
活
基
盤
で 

.あ
る
地
域
に
生
產
カ
發
展
の.一
っ
の
條
件
で
あ
る®

擴
大
、
更
に
生
產 

力
の
再
生
產
過
程
.に
於
い
て
そ
の
農
業
技
術
の
發
展
段
階
か
ら
必
栗
缺
く 

ベ
か
ら
ざ
る
肥
料
源
と
し
て
の
林
野
に
外
延
的
に
進
出
し
た
時
、
.村
落
內 

部
で
の
規
制
も
働
く
が
、
外
延
的
な
發
展
に
よ
る
村
と
村
と
の
接
.觸
は
排 

他
的
に
土
地
用
益
及
び
占
有
を
確
立
し
や
う
と
し
て
、
生
產
カ
發
展
の
方 

向
に
限
界
を
與
へ
，る
事
に
な
る
。
此
の
限
界
を
當
事
者
が
自
己
に
有
利
に 

導
か
う
と
す
れ
ば
、
力
と
力
の
間
題
と
な
り
、
こ
れ
を
法
に
よ
っ
て
平
和 

を
囘
腹
し
や
う
と
ず
れ
ば
野
論
境
論
と
な
る
。
卽
ち
近
世
村
落
が
、
自
己 

の
生
活
基
盤
と
し
て
の
地
理
的
範
域
を
排
他
的
に
確
立
し
や
う
と
す
る
の 

で
あ
り
、
又
か
う
し
た
撕
他
的
な
行
動
に
よ
っ
て
益
々
一
定
の
結
合

體
と 

し
て
の
意
識
が
强
化
さ
れ
る
事
に
な
る
。
此
.
の
機
な
接
觸
の
時
期
は
、
そ

.

.六
六
.

a
'

五
四)

の
^

及
周
邊
村
落
の
成
立
：と.發

展

め

，
テ

シ

ポ

に

よ

つ

て

.き
め
ら
れ
る
も
の 

.
で
^

グ
、
そ
の
衝
突.の
際
の
カ
關
係.は
近
世
村
落
の
內
部
構
造.に
か
>
1は 

り
、■
平
和
.
へ
.の
囘
復
は
击
有
及
び
用
益
の
慣
習
的
事
寶
の
立
證
に
基
づ
く 

法
理
の
援
用
軋
よ
る

裁
！
：

に
よ
.っ
て
窗
ら
さ
れ
、
更
に
關
係
す
る
村
々
の 

對
領
主
關
係
卽
ち
關
係
す
る
村
々
が
同
一
領
主
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
か
、 

異
な
る
領
主
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
，か
等
に
よ
.っ
；て
生
ず
る
封
龜
領
主
間
の 

カ
關
係
が
加
は
る''
0'

イ
'

野
論
-
•境
論
' 

,:

.

.連
光
寺
村
を
當
事
者
と
す
る
野
論
、
境
論
は
史
料
の
殘
存
す
る
限
り
で 

は
寬
永
八
年
よ
り
延
寶
ニ
年
に
亙
っ
て
行
は
れ
た
も
の
を
主
と
す
る
。
先 

に
連
光
寺
村
が
本
村
、
馬
引
澤
村
、
.

下
河
原
村
な
る
小
村

=

生
活
村
落
を 

中
に
含
ん
だ'ニ
重
揮
造
の
生
活
村
落
で
あ
る
事
を
述
べ
た
が
、
野
論
、
境 

論
で
は
小
村
は
爭
論
の
主
體
と
し
て
は
現
は
れ
て
ゐ
な
い

。

'

.

次
に
野
論
、
境
論
の
史
料
を.檢
討
紹
介
し
よ
ぅ
。
究
づ
夫
の々
史
料
に 

.
っ
い
て
當
事
者
の
串
分
を
次
に
掲
げ
る
。

，

.

.

〔
.
1
〕

'寛
永
八
年
未
ノ
四
月
廿
六
日
付
の
大
丸
村
連
光
寺
村
野
論 

此
の
史
料
は
連
光
寺
村
か
ら
評
定
所
べ
提
起
し
た
訳
狀
で
あ
る
。

.
文
ft 

が
簡
潔
で
あ
る
た
め
文
意
の
と
れ
な
い
矶
も
あ
る
が
次
の
樣
に
解
し
て
お 

.く
0

一
 

宮
村
靑
柳
村
關
戸
村
の
三.ヶ
村
が
.

「

連

光

寺

野

」

へ

入

相

ひ

、
'
此 

の
野
に
は
公
方
罾
上

=

野
餞
が
課
せ
ら
れ
、
連
光
寺
村
名
主
を
經
由
し
て 

野
錢
を
納
めV

居
た
。
そ
の
野
へ
大
丸
村
か
ら
新
畑
を
開
い
た
の
で
異
議 

を
申
出
た
が
、
旣
に
新
畑
が
出
来
た
の
で
檢
地
し
.て
野
錢
以
外
.に
貢
租
を 

取
立
て
X

も

ら
ひ
た
い
。

I

一
一〕

寛
永
十
六
年
卯
/
三
月
一
一
日
付
の
入
會
野
へ
の
地
頭
立
山
に
對
す 

る
訴
訟
で
、
文
書
の
前
平
は
失
は
れ
、
且
缺
損
も
あ
る
が
、
天
野
孫
左
衞 

■
h

敗

地

頭

と

‘
な

っ

て
双
双
、
從
來
の
入
會
野
に
っ
い
.て
農
民
の
用
益
權
を 

パ
お.び
や
か
•す
樣
な
事
態
が
起
っ
た
爲
、
入
會
村
の
農
民
か
ら
提
起
さ
れ
た 

.

.訴
訟
の
目
安
寫
で
あ•る
。

‘

⑴

へ
野
錢
を
納
め
な
い
者
に
對し
て
寬
永
十
一
年
五
月
廿
日
ま
でA

#

.
 

、

へ
入
る
こ
と
を
禁
止
し
た.0
.

.

.

.

.

-

.

⑵

地
頭
御
臺
所
薪
の

.た
め
.
の
，‘立
山
を
設
定
し
た
。：

⑶

.
地
頭
が
野
を
賣
っ
た。

- 

•
'
3
.

御
入
國
以
来
代
吏
配
の

.
際
，(

神
吉
彌
五
介
、
大
久
保
石
見
、
今
身 

次
大
夫
、.
中
极
吉
兵
衞)

に
は
、
.
'

「

坂
濱
逋
光
寺
野
へ
入
来
り
野
錢
永
賢 

.

-8.
1
1百
文
納
申
上
候
二
只
今
京‘錢
拾
貫
三
百
文
二
目
趴
申

」

す
■
に
な
り 

野
錢
の
增
徴
が
行
は
れ
た。

‘

.
(5
)

「

方
+々

に
御
立
由
被
成
：ー
被
成
候
へ
ハ
四
ヶ
村
ノ
御
田
地
仕
付
申
候 

■

.

.儀
不
罷
成
何
共
迷
惑
仕

」

っ
て
ゐ
る
の
で
、
野
を
明
け
る
機
に
地
頭
に
仰 

.

付
け
て
も
ら
い'た
い
。
 

.

‘〔

三〕

正
保
三
戌
年
の
札
下
村
々
ょ
り
札
本
村
に
對
す
る
訴
訟
で
あ
る
。 

g

 

■

札

孟

目

安
ぃ

.

.
 

. 

•

文
書
に
鼠
害
が
多
く
、
文
意
の
明
ら
か
で
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
札
本 

村
た
る
坂
潰
，村
連
光
寺
村
が
、
'札
下
村
た
る
關
戶
村
、
市
宮
村
、
靑
柳
村
、 

有
山
村
の
西
ヶ
村
に
對
し
て
ハ
入
會
野
に
入
っ
て
家
別
を
す
る
事
に
實
カ 

ニ
g

に
ょ
る
妨
害
を
加
へ
.た
事
を
訴
へ
た
正
保
三
年
四
月
廿
日
付
の
目
安 

で
そ
の
主
意
を
摘
記
す
れ
ば
、

-

:

:

ヾ

ヾ

：

.
敗
世
村
落
形
敗
期
に
お
け
る
新
開
.と
入
’會

'

⑴ 

'天
野
孫
左
衞
門
の
知
行
所
で
あ
る

T
小
澤
野
之
內
坂
濱
村
連
光
寺 

.

村」

の
野
に
札
下
村
が
入
會
っ
て
ゐ
る
の
は
寬
永
十
九
年
丼
に
正
保

一

?

 

三
月
廿
日
の
評
定
所
の
書
物
に
明
ら
か
で
あ
る
。
.
然
る
に
正
保
ニ
年
八
月 

に
山
本
之
名
虫
は.「

野
を
せ
き
申
候」

.

•

.

.

⑵

正
保
三
年
四
月
十
六
日
十
八
日
に

「

山
本
之
名
主
織
部
、
忠
右
衞
門 

と
申i

h
l

を
揃
、
，
草
か
り
候
者
人
馬
共
に
散
e

打
擲
仕
候」

- 

(B

)

正
保
四
年
の
札
本
村
陳
狀 

■.
:〔

ニ
；一.及

び〔

三〕

{̂

の
訴
狀
に
對
し
て
連
光
寺
村
名
主
忠
右
衞
1

1
、
惣 

，
百

姓

か

ら
^

^

し
.た
答
書
で
あ
る。

•

.

⑴
' 

寬
永
士
ハ
年
に
札
下
村
の
渚
か
ら
地
頭
薪
山
其
他
の
立
|1
|
に
っ
い
て 

.

.
訴
へ
が
ぁ
っ
た
。：.：

 

■ 

, 

■

.

⑵

.

.札
野
の
內
に
は
薪
山
の
外
壹
ヶ
所
も
立
山
を
し
て
ゐ
な
い
。
又
寬
永 

十
一
年
五
月
廿
日
迄
野
を
留
め
た
事
も
な
い
。

'

⑶

下
屋
敷
を
賣
野
に
し
た
事
も
な
い
。

⑷
/
地
頭
薪
山
は
寬
永
十
一
年
に
れ
下
村
と
も
^
罾
し
て
貳
ヶ
矶
を
立
弋 

た
ゃ
然
る
に
寬
永
十
九
年
八
月

h

百

にr

狎

込

対

窜

候

間

斷

仕

候

」

所
が 

.

.評

定

所

の

入

會

つ

て

ょ

し

と

す

る
！！！̂

が
あ
る
か
ら
と
对
取
つ
て
ゐ
る
。 

(5
)

..「

百
^
林」

を
邓
っ
t

e

の
.で
斷
っ
た
が
、
評
定
所
裁
決
を
言
ひ
た
て 

' 

^

「

百
姓
山
す
\
ぎ
林
拾
七
人
分」

を
莉
取
っ
た
。
.莉
取
行
爲
の
根
據
と 

.

パ
す
る
寬
永
十
九
年
の
評
定
書
の
書
付
を
調
べ
て
貰
ひ
た
い
。

.

.

.

(6
)

.

戴
永
十
六
年
，の
目
安
で
は
地
頭
を
相
手
に
訴
訟
し
、
百
姓
に
對
し
て 

.
は
申
分
が
な
い
と
，一

K
.

ひ
乍
ら
、
百
姓
林
を
萠
る
の
は
迷
惑
で
あ
る
。

.
(T
)

.
•百
姓
林
は
先
規
ょ
り
持
っ
て
ゐ
.る
も
の
は
今
も
持
っ
て
ゐ
る
が
、

「

本

V

六

七

.(

一
五
五)



三
田
學
I

誌
.

.

十
八
卷
' 

第

義

：

'

百
，姓」

の
內
に
拾
人
持
た
な
い
も
の■が
ゐ
る
Q

併
し
新
林
を
た
て
る
事
が 

出
來
な
い
の
でf

持
っ
て
ゐ
な
い
。

(B
)

.
IH

保
一
一
年
三
月
廿
日
に
檢
使
の
見
分
に
.ょ
っ
て
地
頭
林
を
と
り
'き 

め
、
：.「

入
不
來
所
江
於
入
渚
曲
事
之
由
札
下
へ
御
證
文
被
下

J

た
？
树
が 

五
月
七
日
に
狎
込
莉
取
を
し
た
者
が
ゐ
る
。

.

:

(9
)

.正
保
三
年
四
月
十
八
日
に
札
卞
四
ヶ
村
が

「

す
わ
山
と
申
百
姓
林
対 

取
申
候
間
草
お
さ
べ
可
啐
由
斷
仕
候

J 
.所
が
實
カ
行
使
と
な
り
柽
我
人
が 

出
た
。：

.
、 

パ
'

S
.

右
の
際
に
札
本
の'百
姓
が
一
人
連
進
ら
れ.て

「

ぼ
ぅ
し
ば
り
.に
仕
今 

ュ
氈
置
申
候j 

.

. 

,

-

 

(1
1

)〈

疋
保
.
|ー.ー
年
の
目
安
の
第
こ
項
に

「
天
野
孫
左
衞
門
樣
御
知
行
所
小
澤 

野
之
內」

と
ぁ
る)

，

T

小
澤
と
申
ハ
惣
各一一.

1

^

1

^へ
.共
先
規
ぶ 

札
野
；ハ

「

連
光
寺
野
斗
—

て
殘
六：

ヶ
村
之
野
人C

入
込
$

候
1_
.昔
は
小
澤 

.野
と
し
て
野
札
を
出
し
て
ゐ.た
が
、今
は1

寺
®
と
書
く
機
にな
っ
た 

代
官
支
配
の.頃
は
野
I

拾
六
枚
を
出
し
、
永
壹8-
1
一
百
文
を
納
め
て
ゐ 

た
。.
寬
永
十
鸥
年(

天
野
氏
知
行
所
と
な
る

)

に
拾
三
お
の
高
に
結
ん
だ
。

(c
)

入
會
出
入
二
っ
き
地
頭
の
陳
狀
へ

•
前
觖
に
し
て
又
日
付
を
缺
き
、
寫
し
で
は
ぁ
る
が
書
體
及
び
內
容
か
ら 

し
て
正
保
四
年
に
地
頭
の
差
出
し
た
陣
狀
を
村
方
で
寫
し
た
も
の
と
思
は 

れ
る
。

.

⑴

(

文
意
が
通
ら
な
い
が
訴
訟
を
受
理
し
た
事
を
述
べ
て
ゐ
る

〉 

⑵

札
下
村
か
ら
訴
訟
が
ぁ
づ
た
の
で
、
野
札
を
從
蕾
し
て
ゐ
た
外
に

、

. 

新
札
サ
七
枚
を
出
し
た。
• 

. 

•

,

. 

六
'

< 

c
r

五
.六)

.

.

⑶
.
.札
緣
は
歲
入
の
時
分
か
ら
壹
枚1

「

付
戴
百
文
.で
あ
.る
。
但
し
名
主
七 

人
は
百
文
づ'
、
で
あ
.る
。
. 

,

'
⑷

下
屋
敷
を
置
い
た
と

i
K

ふ
非
難
に.對

し

て「

我
等
名
主
-
.

j

,(

連
光
寺 

村
名
主

)

，に
穿
鑿
し
た
が
そ
の
事
實
は
な
い
。

- 

(5
)

新
屋
敷
は
.四
年
以
前
に
自
分.が
：立
置
か
せ
た
。

.
(6
)

.

賣
野
.に
し
た
と
云
ふ
靜
へ
は
名
主
に
尋
ね
ら
れ
：た
い
0

.

:
(D
)

'

內
濟
取
替
證
文.

；

.

;

札
下
西
ヶ
村

:8

戶
村
、
，有
山
村
、

一
ノ
宮
村
、
青

雜

)

.
の
名
主
、 

組
頭
、.
.惣
百
姓
と
連
光
寺
称
名
主
、
名
主
子
、

•

懸
百
姓
、
間
に
取
®

さ 

れ
た
內
濟
取
：

M

文
で
、
證
人
と
し
て
八
ヶ
村
の
も
の
が
連
印
し
て
ゐ 

.
'る
。
裏
書
に
、
小
濱
带
左
衞
門
、
.
三
宅
彌
次
兵
衞
の
阶
判
花
押
が
あ
る
。 

(

承
慶
元
¥

十
ニ
月
廿
日
付0

⑴

地
頭
®

1

一
ヶ
所
、
屋

敷1

ヶ
所
の
都
合
三
ヶ
所
以
外
に
地
頭
立
山 

'

幷
に
名
主
百
姓
衆
新
林
は
な
い。
.

⑶
,

•坂
潰
村
連
光
寺
村
同
意
の
札
野
と
し
た
の
は
間
違
ひ
で
、
坂
濱
お
れ

姆
で
は
な
：い
。：

,

•-
;
:

⑶

⑽

頭
林
幷
に
百㈣

趴
を
新
林
七
し
て
入
込
莉
取
っ
た
の
は
間
違
ひ
で 

あ
.つ
た0

. 

.

.

.

.

⑷
:.
.

判
決
の
た
め
に
評
定
所
か
ら
繪
圖
木
改
を
仰
付
け
ら
れ
た
が
、
札
本 

が
作
っ
た
木
數
寸
法
に
間
違
ひ
が.な
く
、
且
前
項
の
勤
か
ら
し
て
評 

定

所

：
へ

行

く

の

、
は

.止
め
た
い
。

'

⑶

上
記
の
事
情
か
ら
し
て
近
鄉
の
名
主
衆
を
賴
み
、
觅
に
三
宅
、
小
濱

. 

兩
人
に
賴
ん： .
で

「

天
野
i

p

pl

へ
被
仰
內
證： 'It

而
御
濟
被
下」

れ
る
_

:に
し
：て
も
ら
づ
た
。

 

}

(e
)

此
の
機
に
內
濟
し
た
か
ら
に
は

「

地
頭
薪
山
屋
敷
名
主
.百
姓
衆
山
屋 

.
敷
江
少
も
入
込
申
間
敷
候

」

.
(E
)

ユ
13
1
1條
人
會
野
出
入
內
濟
の
際
の
抜
人
請狀

. 

■
之
は
㈥

の
扱
人
か
ら
裏
書̂

で
‘あ
る
三
窀
、
小
濱
の
南
人
に
差
出
し
た 

:識
狀
で
、：內
容
は
(0
)

と
赂
< 
同
じ
で
あ
る
..が
、
.次
の
點
が
異
な
っ
て
ゐる
。

.百
姓
林
を
拾
壹
年
間

(

寬
永
十
九
丨
承
應
元

〉

対
取
っ
て
ゐ
た
の
で
あ 

る
か
ら
1

金
と
し
て「

か
»-

錢」

.
を
出
す
所
で
あ
る
が
、
地
頭
天.野
.氏
. 

が
：冤
除
し
て
吳
れ
た。
. 

;

:〔

四〕

fe
寶
元
.莊
年
の
：迪
光
寺
村
大
丸
村
境
出
人
狀：

.

f

e
 

i

n

I

甚
し
く
、
差
出
者
も
記
し.て
な
.い
が
、
連
光
寺
村
か
ら
の
.訴
狀
で 

:

あ
る
。

(

十
月
日
付)

.

.⑴

.

入
會
野
を
大
丸
村
內
野
と.稱
し
て
ゐ
る
が
、',-
內
野
と
.云
ふ
の
は
村
に 

-
っ
い
て
居
る
の
を
云
ふ
の
で
あ
つ
て
、
四
ヶ
村
が
入
會
っ
て
ゐ
る
地
を
越 

へ
て
そ
の
外
に
内
野
が
あ
る
普
が
な
い
°

-又
ニ
拾
年
以
前(

承
應
.元
年) 

か
ら
開
い
た
畑
を
五
拾
九
年̂

刖

(

畠
#

十
九
年)

の
®

取
f

見
取
帳) 

に
あ
る̂

だ
と
し
.て
ゐ
る
が
、

の
地
れ
何
故
に
大
^
^
の
實
取 

帳
に
記
載
さ
れ
る
事
が
あ
ら
ぅ
か
。
パ.
.

.

⑵

八
年
以
前
.c

寬
文
四
■年)

の
大
丸
村
長
沼
村
百
村
坂
潸
村
山
公
事
の 

.繪
圖
に
.境
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る.か
ら
繪
圖
を
見
ら
れ.た
い
。

,

.(B
)
.
:
!
K
丸
村
訴
狀

,
.
.
寬
永
元
年
以
來
朝
食
織
部
正
知
行
所
でI

太
丸
村
名
主
、
窨

姓

ょ
 

'
近
li
t
村
落
形
成
期
に
和
け.る
新
開
と
入
.會

.

り
寬
永
十
年
以
來
天
野
孫
左
衞
門
知
行
所
で
あ
る
.連
光
寺
村
名
主
、
：.想
百 

.姓
を
訴
へ
：て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(

延
寶
元
年
十
一
月
朔
日
付

)

.

-

⑴

「

御
入
國
以
前
ぶ
他
のm

御
座
候
大
丸
村
之
馬
草
場

」

■を
五
月
十
六 

日
に
連
光
#

村
の
素
が
實
カ
に
よ
っ
て
用
益
を
妨
害
し
た
。

.
(2
)

.御
人
國
以
前
よ.り
大
丸
村
と
連
光
寺
村
と
'が
入
會
っ
て
ゐ
た
馬
草
場 

A

あ
る
。
寛
永
五
年
に
大
丸
村
、
'.
'
.
.坂
濱
村
、.
.長
沼
村
が
野
し
た
時
、

.

.野

境

は「

立
道
切
,-
卽
ち
新
道
を
造
っ
て
境
と
す
る
事
にし
、-
1

#

^
 

と
大
丸
村
の
名
主
が.立
合
っ
，て
境
目
：を.き
め
、
以
$

道
切
を
守
っ
て「

何 

.
の

申

分

無

御

座

」

，
と

過

し

て
■き
太
。
然
る
に
五
月
十
六
日
に
連
光
寺
村
が 

「

他
に
構
な
き
大
丸
村
之
馬
草
場

」

の
牢
和
.を
破
.り
、
.
鎌
を
取
上
げ
..

「

御 

定
：の
：立
道
を
や
ふ
り
理
不
盡
.の
い
た
づ
ら」

を
し
た
。：

何
共
迷
惑
•で
あ
る
。 

⑶

舟
ヶ
：
.臺
及
び
河
原
力
谷
と.い
ふ
ニ
ヶ
，所

は「

_

鄕

鑛

之

無

^

^

」 

で
あ
.
っ
て
、
此
の
兩
所
の
野
境
に
.は
坂
濱
村
長
沼
村
大
丸
村
の
人
會
野
が 

あ
っ
：て
野
論
如
度̂
'で
.あ
っ
た
が
、
.
.兩
所
に
はp

古
来
ぶ
之
畑
數
多
御
座 

候
而
大
丸
村
持
居
屋
敷
同
前
之
馬
草
場
'
一1
而
御
座
候
故
自
餘
之
か
ま
ひ
毛 

.

.

.頭
無
御
座
候」

場
所
で
あ
.っ
た
0 

.
⑷

連
光f

■村
の
妨
害
の.理
由
を
.き
い
た
所
、.
新
畑
が
あ
る
か
ら
入
會
野

• 

-

で
：あ
る
と
：

1
K
.

ふ
.申
分
で
あ
っ
た
。.し
か
し
そ
の.畑

は「

犬
丸
村
之
百
姓
淸 

右
衞
門
家
人
彥
右
衞
門
と
申
者

」

が
承
應
元
年
よ
り
手
作
致
し
、
四
年
以 

前
.

(

寬
丈
九
年)

に
死
ん
だ
が
、
恃
も
居
り
、
其
上
主
人
淸
右
衞
門
も
生 

存
しV

ゐ
る
の
.で
あ
る
か
ら
、
右
の
畑
は

「

犬
丸
^

^

-©

畑」

r

i

な 

ぃ
'

養

寺

村

の

：

F

無

翟

分

？
圓
合
點
不
參
候

」

.

'

.

(5
)

.太
丸
村
の
馬
草
場
の
内
に
は

「

本
高
古
畑
多
御
座
候

」

其
上
古
来
の 

:
 

六

九

•

p
3£

七)

•



,

:

1

1
學

會

霞

、;
第
四
十
<

卷
パ
第
.ニ
號
.

'

.
:

畑
を
：あ
ら
し
て
馬
草
場
に.
1
.た
り
、
或
ひ
は
古
畑
の
切
替
を
し
た
り
し
て
、

. 

.
四
拾
ヶ
所
餘
の
切
灿
が
あ
る
。
.
更
に
代
官
森
屋
喜
大
夫
改
の

.
野

帳
j

あ 

る
。.
.然
る
に
連
光
寺
村
は
新
畑
が
あ
る
事
1

證
據
と
し
てiK

立
て
\

ゐ
る
. 

が
.、
之
は
.「
無
筋
證
據」

で
あ
る
。

.

' 

:

.

.(c
)

連

光

寺

村

陳

狀
■

延
寶
元
年
十
一
月
九
日
付

(

野
出
入-

I

付
笞
書)

.

⑴

大
丸
淋
が
申
立
て
ゐ
る
四
ヶ
村
野
論
に
連
光
寺
村
は
關
係
し
て
ゐ

.

. 

な
い
。，
そ
の.
上
.「

拾
三
^

之
御
高
二
1

1

御
座
候
札
野」

.を
大
丸
村
馬
草 

場
と
稱
す
る
の
は
札
本
札
下
一
同
A

晶
の

：ゆ
か
ぬ
所
で
あ
る
。

.
⑵

關
戶
村
原
村
一

‘宫
村
有
山
村
の
札
下
四
ク
村
が
曝
錢
を
納
め
て
草
を
- 

郊
.つ
て
ゐ
る
野
へ
大
丸
村
の
者
が
五
月
土
ハ
日
に
狎
込
ん
で
草
を
刈
つ

. 

た
。
之
を
札
下
の
者
が
見
付
け
た
-
の

でc

不
法
侵
入
の)

證

據

と

し

.
て

鎌 

を
七
最
上
げ
た
の
で
あ
る。
■

⑶
' 

連
光
寺
村
が
新p

新
林
を
造
つ.
て
、
札
下
村
と
野
公
事
を
し
た
際
、.
 

檢
使
の
命
令
で
そ
れ
ら
を
荒
し
た
が
、
ニ
子
澤
に
畑
戴
枚
、
河
原
ク
谷
に 

畑
壹
籍
合
三
枚
基
し
て
帳
面
に
つ
け
、
今
も
耕
作
し
.て
ゐ

，る
。
M

IM 

.
ヶ
谷
の
畑
は「

此
方
之
百
姓
佐
次
右
衞
門
と
申
者
開
き
和
候
畑

」

で
拾
年. 

以
前(

寬
文
，三)

に
三
年
間
、
壹
年
に
錢
五
百
文
宛
と
り
、
小
作
に
預
け
た 

事
が
あ
る
が
、
今.は
此
の
方
で
耕
作
し
て
ゐ.る
。
そ
：れ
を
か
丸
村
か
ら
開.
 

い
た
畑
で
あ
る
と
偽
り
を

i
K

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

⑷
：
大
丸
村
の
證
右
衞
門
と
一

K

ふ
者
は「

前
ぐ
夕
速
光
寺
村
之
地
二
御
座 

候
處
を
大
丸
村
之
地.二
而
御
座
候
と
申
候
而
公
事
-!仕
儀
罷
在
間
敷
由
申 

候
故
惣
百
姓
仲
間
を
六
拾
日
餘
は
.
つ
さ
れ
申」

し
て
ゐ
た
が
、
今
は
一
道

七
〇
' 

a

 

.五
八)

.

...

'し
て
ゐ
る
。

.

⑶

寛
永
十
六
卯
年
に
用
木
川
流
し.の
際
、
.夫
役
を
村
境迄
出
し
た
。
そ 

の
.村
境
は
ニ
ノ
山
で
あ
る
。

(D
)

,

£

:濟

證

手

形

'
' 

.

.

.延
寶
ニ
年
三
月
九
日
付'C

野
境
出
入J1

.

付
內
濟
取
極
手
形)

：

,
連
光
寺
村
名
'主
組
頭
想
百
姓
と
大
丸
村
名
主
組
頭
惣
百
姓
と

の

間
に
双
#
 

.
は
.さ
れ
た
内
濟
證
文'で
あ
る
。
野
境
は
正
確
に
き
め.ら
れ
、
論
所
の
中
心
，
 

で
あ
.っ
た
畑
は
連
光
寺
村
地
內
に
取
込
ま
れ
た
。

:

以
上
四
件
十
一
通
の
文
書
は
一
一
っ
に
大
別
出
来
る

.
。
.一
は
連
光
寺
村=:

 

札
本
村
と
關
戶
村 
一

靑

柳

村

有

山

村

の

四

ヶ

村

"
札
下村
と
の
間
に 

起
っ
た
連
光
寺
野
へ
の
入
會
に
關
す
る
野
論
で
‘あ

り

、

他

は

連

光

寺

村

.
と 

大
丸
村
を
係
爭
者
と
す
る
馬
草
場
出
入

=

境
論
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
ニ 

っ
は
出
入
の
對
象
を
共
に
速
光
寺
野
に
置
い
て
ゐ
る
點
で
關
運
し
て

ゐ 

る
。
出
入
の
起
っ
た
時
代
は
野
論
は
寬
永
末
年
か
ら
承
膘
に
か
け
，て
で
あ 

り
、.
境
論
は
涎
寶
年
間
で
あ
る。
.

ま
ず
境
論
を
吟
味
し
や
う
。
連
光
寺
村
と
大
丸
村
と
の
間
の
爭
諭
の
初 

見
はt

一.：

〕

寬
永
八
年
新
開
畑
出
入
で
あ
る
。
'
此
の
時
の
.連
光
寺
村
は
初
め 

ば
積
極
的
に
大
丸
村.の
新
開
畑
を
阻
止.し
や
う
と
し
た
が
.、
.出
来
上
っ
て 

し
ま
っ
た
時
に
は
封
建
領
主
の
檢
見
を
願
っ
て
野錢
奴
外
に
貢
租
負
擔
が. 

自
己
に
か
か
る
の
を
さ
け
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
此
の
段
階
で
はい
ま
だ
野 

に
對
し
て
占
有
權
用
益
權
を
疆
的
：に
主
張
し
、
境
界
を
設
定
し
や
う
と 

す
る
意
思
は
認
め
ら
れ
なぃ
。
た
だ
公
方
運
上
H

野

錢
€>
-
•
負

擔

納

入

を

連
 

光
寺
村
及&

入
會
三
ダ
村
が
果
して
い
る
事
實
を
示
し
て
、領
主
權
と
の_

係
に
お
ゐ
て
連
光
寺
野
の
管
理
權
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
示
し
て
ゐ
る
に
す

■ 

ぎ
な
い
。
此
の
櫧
な
消
極
的
な
態
度
が
疋
保
*
承
應
年
間
の
野
論
の
決
着
も 

と
共
に
變
化
し
、
積
極
的
に
連
光
寺
野
の
占
I

用

益

權

を

主

張

.
ず

る

樣
 

に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
延
寶
元
年
五
月
土
ハ
日
に
連
光
寺
村
及
び
札
下 

.村
と
大
丸
村
と
の
間
に
實
カ
行
使
に.ょ
る
橱
突
が
起
る
。
.兩
者
の
訴
陳
を 

*

見
て
第
.

1

に
氣
づ
く
の
は
兩
潜
共
に
五
月
十
六
日
の
衝
突
に
至
る
迄
、
爭 

論
の
.對
象
と
な
つ
た
野
に
對
し
て
平
邾
な
用
益
が
行
は
れ
て
い
た
事
を
主 

張
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。#

和
な
用
益
ゆ
慣
行
的
裏
に
：基
，

V

て
占
有
權 

.

更
に
は
所
有
襌
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
‘か
ら
'

も
し
そ
の
梅
利
の
成
立
，を 

妨
げ
ん
.と
す
る
な
ら
ば相
手
の
平
和.な
用
益
の
慣
行
的
事
.實
の
中
斷
若
し 

.

•■
■
<

は
否
定
が
必
要
で
あ
る
。
.
反
對
に
平
和
众
用
益
の
事
實
：を
立
證
し
や
ぅ
：

と
す
る
意
思
は
僂
入
若
と
目
さ
れ
る
岩

に

M
'
す
み
排
除
行
爲
と
な，つ

.て

現 

は
れ
る
。
.

rf

陳
で
氣
づ
く
第
一
一
の
點
は
带
論
の
對
象
と
な

つ

て
.ゐ
る
野

に

存

在

す

，
 

る
耕
地
の
所
有
權
が
ど
の
村
の
も
の
に
歸
屬
す
る
か
を
爭
つ
て
い
る
事
で
、 

あ
る
。
卽
ち
野
の.平
.和
な
用
益
と
は
具
體
的
に
は
、
莉
敷
を
刈
取
る
事
と
、

新
田

畑

を

事

の

一

一
つ
で
あ
る
が
、
对
敷
を
か
る
事
ょ
り
も
耕
地
と

-L
.

て
用
益
す
石
事
の
方
が
そ
の
用
益
が
ヨ
リ
永
續
的
で
あ
ゥ
、
'
用
益
の
慣
行 

的
事
實
を
立
證
す
る
に
は
ヨ
リ
適
切
で
あ
る
。

.

.

.

大
丸
村
は
論
地
に
は
古
來
か
ら
大
丸
村
_
に
所
屬
す
2>
-

畑
が
あ
つ
.た
と
云 

ふ
。
此
の
點
は.〔

ー〕

を
見
て
も
そ
の
主
張
に
ぅ
な
ず
け
る
所
が
あ
る
。

： 

■.然
し
連
光
寺
村
は〔

一〕

.
の
時
の
暖
昧
な
態
度
を
脫し
て
、
野
の
管
理
權 

=

野
錢
納
入
の
事
實
を
楣.に
斷
乎
と
し
て
論
地
の.歸
屬
を
主
張
す
る
。
こ

近
世
村
落
形
成
期
に
ぉ
け
る
新
開
之
入
會
：

と
に
河
原
ヶ
谷
の
畑
.に
關
す
る
兩
者
の
申
分
は
注
目
に
，
値
す
る
。
，卽
ち
大 

丸
村
は
そ
の
畑
は
大
丸
村
の
百
姓
の
4

A.

が
開
發
し
た
.の
であ
，る
。
た
ど 

へ'そ
の
耕
作
者
が
死
ん
で
ゐ
て
も
そ
れ
迄
耕
作
し
て
ゐ
た
事
實
を
.認

め

る

.

證
人
と
し
ズ
死
考
の
悴
と
死
渚
の
主
人
が
ゐ
る
。
.と

 
一

K

ふ
。
卽
ち
耕
作
者 

の
身
分
關
係
を
亂
理.の
：中
心
に
お
い
，て
主
人
が
大
丸
村
の
百
姓
な
の
だ
か
,

:

ら
畑
の
地
籍
は
大
丸
村
に
亂
屬
す
る
と
沄
ふ
の
で
あ
る
。
連
光
寺
村
は
、

速
光
寺
村
の
百
姓
が
開
發
し.て
小
作
さ
せ
て
ゐ
た
に
す
ぎ.ぬ
。
し
か
も
小
. 

作
は
旣
に
取
上'げ
て
連
光
寺
村
の
者
が
耕
作
七.■て
ゐ
る
。.
即
ち
開
發
と
ーK

.
'
 

ふ
先
取
得
權M

ょ
っ
て
所
有
權
は
連
光
寺
村
の
渚
が
持
ち
、
'單
に
小
作
關 

.係
に
ょ
る
占
有
が
三
年
間
あ
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
耕
地
の
地
籍
が
述
光 

寺

村

に

_

屬
す
.る
事
を
主
張
ず
る
。

一
方
の
村
落
に
あ
っ
て
は
身
分
關
係
.

を
通
じ
て
村
に
關
係
ず
る
も
の
が
、
、
他
の
村
の
構
成
員
と
經
濟
關
係
を
結 

.
ぶ
時
に
は
對
等
な
立
場
に
あ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
.0
此
の
'樣
な
面
か
ら
も 

家
の
構
成
員
.

(

血
緣
た
る
と
、
非
血
緣
た
る
を
問
は
ず

)

の
^

*
.が
進
め 

ら
れ
て
ゐ
る
事
を
物
語
っ
て
ゐ
る
.。

•

亦

〔

四〕

(c
)

の
⑷
.に
大
.丸
村
の
.百
姓
が
此
の
出
入
公
事
に
反
對
し
た
た 

.
め
、
村
八
分
を
う
け
、.後
に
.厲
し
て
村
と
一
致
し
た
衍
動
を
と
.

つ
て
ゐ
る 

例
が
あ
っ
て
、
村
落
規
制
が
既
に
强
く
構
成
員
を
統
制
し
て
ゐ
た
.事
を
示 

.
し
て
ゐ
る
。
 

.
た

' 

, 

、延
寶
三
年
三
月
に
至
っ
て
境
論
は
連
光
寺
村
に
有
利
.に
J

g
-U
、
評
定 

.
所
に
績
圖
を
呈-出
し
て
解
決
し
、
村
境
が
法
的
確
認
を
う
け
た
。
連
光
寺 

村
に
有
利
に
な
っ
た
の
は
野
に
對
.ず
る
平
和
な
用
益
占
有
管
理
が
實
證
さ 

れ
た
た
め
で
も
あ
ら
う
が
、
連
光
寺
側
を
强
く
結
束
せ
し
め
た

.の
は
、
：寬

• 

. 

■

- 

七 

一

•(

一
五
九)



'
' 

.
三

第

四

十

.
<卷
ゥ
第
'一

4

巍

■:

.

永

一
^

靡

の

蠢

で
ぁ
っ
.

た

七

思

は

れ

今

ぐ

'

:

:

.

:マ

^
ぐ

.
，次
に
'野
論
ね
っ
い
て
吟
味
し
で
見
よ
ぅ
6
.一
野
論
に
關
す
る
一
連
；の

裹
 

か
.ら
論
地
：の
上
に
あ
る|
|

^利
が
ど
の
樣
な
も
の
で
あ
っ.た
か
.
乂
.明
ら
か 

'と

.

な
る
。：
最
止
位
に
あ
る
の
は
封
建
領
主
の
野
錢
徵
收
權
.で
あ
る
。：
野
錢 

.の
徵
收
.は
家
康
の
關
東
入
部.に
始
ま
り
、
、
寬
永
十
年
に
天
野
氏
の
知
行
所 

と
な
っ̂

^

に
野
高
十
三
石
に
結
ん
だ
が->
:收
納
ば
錢
で
行
は
れ
た
。，
此 

.の
權
荆
は
.對
建
領
主
權
に
基
づ
ぐ
も
の
で
あ
っ
.て
广
土
地
に
對
す
る
直
接 

の
用
益
占
有
を
主
脹
す
る
も
の
ヤ
ば
な
い
。

:■
■•
た

と

へ

領

主

で

あ

.
つ

て

も

自 

.巳
の
.用
益
占
有
權
を
設
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
.野
に
對
し
て
用
益
權

i n 

ち
入
會
權
を
主
張.す
る
近
.世
村
落
の
同
意.の
下
に
立
3

:の
宣
言
が
行
は
れ 

ね
ば
.な
ら
な
い
。
野
論
は
こ
の
領
主
の
恣
意
的
な
薪
山
設
定
に
よ
る
入
會 

，慣
行
の
.妨
害
が
そ
.
の
原
因
のi

部
分
を
な
し
て
居
ゥ
、
た
と..へ
，相
手
が
封 

建
領
主
と
一
其
へ
ど
も
近
世
：̂

の
生
產
カ
發
展
办
障
害
と
な
る
壌
ム
ロ
に 

は
、.
用
.益
權
の
侵
害
者
と
し
て
對
等
に
評
定
所
で
爭
ふ
事
が
出
來
た
。
卽 

ち
酹
錢
を
徵
收
す？)
'

事
と
'

地
頭
薪
山
か
ら
薪
を
採
取
す
る
事
と
，は
法
的 

根
據
が
全
く
異
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
：る
。
た
^
し
採
取
し
た
薪
を
地
眼
が 

'行
政
村
落
と
し
で
の■連
光
寺
村
を
し
て
江
斤
屋
敷
，へ
運
送
さ
せ
る
事
は
領 

主
權
に
基
づ
い
て
ゐ
る。

.

.

.

:
 

.

次
に
.連
光
寺
村
は
野
の
管
理
權
を
持
っ
て
ゐ
る
。
.野
の
管
理
權
の
內
容 

は
入
會
村
で
あ
る
關
戶
村
、
.
一

 

'宮
村
、
有
山
村
、
靑
柳
村
か
ら
野
錢
を
受 

取
り
代
り
に
野
札t
發
行
す
る
事
で.あ
る
。
連
1

寺
村
は
野
錢
納
付
の
義

. 

務
を
負
つ
'
て
ゐ
、な
い
。
，此
の
場
合.の
速
光f

村
は
行
政
村
落
と
し'て
，の.機
. 

能
.を
果
し
.て
ゐ
る
の
で
あ
る0
札
本
村
、
札
下
村
な
る
呼
稱
は
野
軋
の
發
行

:
セ
-

.

(

，1:
ハ
〇〕

'

.

.::

の
關
係
に
よ
る
。'.
:こ
の
管
理
權
は
速
光
券
村
.の
地
理
的
條
篇
ち
札
下
村 

:

I

村

は

連

光

を

通
： .

つ.
て
：連
光
寺
野
：へ
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事 

.
に
依
h

野
元
と
•し
.て
.の
連
光
寺
村
に
興
べ
ら
れ
て
ゐ
る
.
の
で
あ
る
。
«

兀 

で
あ
る
と
ー
おふ
事
.は
札
下
村
四
、：ク.村
の
；入
會
權=
”用
益
權
よ
；り
も
强
.い
用 

•

.

.
益
H

占
有
を
主
張
し
得
る
立
場
に
あ
る
事
と
.な
る
。
札
下
3

ヶ
村
は
野
錢 

.

.

.

.

.
:

を
納
：め
る
事
に:'
±
;
.つ
.
て
領
主
：か
ら
用
益
權
を
認
め
ら
れ
る
の
.で
あ
.
'り
、
.野 

錢
を
納
あ
な
い
場
合
、
著
し
く
.は
領
主
の
恣
意
に
よ
り
山
を
留
め
ら
れ
た 

場
合
に
は
、.具
體
的
：に
は
野
：の
管
理
者
た
る
連
光
券
村
：=
行
政
村
落
が
入 

.
■會

爲

民
'の
用
益
，を
；妨
害
し
：排
除
す
る
事
に
な
る
。
寬
永
年
間
の
史
料
で 

•:

は
い
ま
だ
連
光
寺
村
：

=

生
活
村
落
は.野
に
對
す
る
^
有
者
と
し
て
の
立
場 

-

か
.ら
.は
行
動
し
：

V

ゐ
な
い
。
し
か
し
右
の
樣
な
f

的
な
行
爲
を
重
ね
る 

中
に
、

一.方
に
は
幕
藩
-ft

制
の
整
備
に
よ
る
領
主
身
分
と
'農
民
身
分
の
分 

.
離
の
强
化
が
行
は
れ
、
身
分
秩
序
の
嚴
格
化
に
よ
る
法
の
適
用
の

.分
離
が
. 

.

あ
り
、.他
方
野
の
管
理
着
た
る
連
光
寺
村'0村

霧

造

の
.
.變
化
が
あ
り
、 

.領
主
對
X

會
村
の
.係
學
が
野
元
對
ス
會
村
の
係
爭
へ
と
轉
化
す
る
。
.村
落 

:

霞
の
變
化
と
は
前
ニ
節
に
述
べ.た
如
く
、
齒
合
大
家
族
の
分
解
.に
よ
る 

村
落
構
成
員
の
增
加
及
び
、
そ
ぅ
し
た
獨
立
の
.經
濟
的
基
盤
で
あ
る
新
田 

.

畑
開
發
卽
ち
野
の'耕
地
と
し
て
の.占
有
用
益
の
增
加
並
に
苒
生
，產
の
條
件 

と
し
：.て
の
対
敷
の
需
耍
增
加
等.々
：で
あ
り
、
こ
ぅ
し.た
事
情
は
、
野
の
，管. 

'理
者
と
し
て
の
立
場
か
ら

r

村
落
，の
生
產
カ
發
展
の

.

條
件
た
る
.野
の
，排
他 

的
確
保
を
目
的
と
し
て
、.生
活
村
落
と
し
て
の.立
場
か
ら
野
論
-に
立
向
は 

ふ
方
：

i
；

へ
轉
換
さ
せ
る
事
に.な
る
。
，.生

焉

落

の

盤

性

と

は

藝

溝

成 

員
の
生
產
カ
擴
大
若
し
く
は
濰
持
の
た
め
に
正
規
の
衬
落
構
成
員
以
外
の

m 17 _ 村別野札數

本

札

籠
者
札

新

，札

計 .

_ ] 分 
戸領 

:村所：
12

1 37

；•

關•私 
/芦領 

: 村 分 .
15

有
山
村

4 0 1 5

一村所 
宮領分

11
4 9 31

一村領 
宮私分

7

青村 
柳

3 0 0 3

計
52 5 19

合
計

76

ゐ
る
。
第
一
セ
ま
に
萬1

?

の
札
數
を
村
別
に
示
し
た0

' 

.此
の
.敷
は
寬
保
ニ
，年
良
殆
ん
ど
變
ら
な
い
0

.私
下
村
1

敷
の
：增
加
は 

.

.札
下
村
の
生
活
村1

成
員
の
：增
加
を
意
味
し
、A

治
一'1.

年
で
、固
定
し
た 

.と
安
八
る
。
.先
の
.野
論
'の
.結
果
.が
：S

」

，を
作
成
せ
し.め
、
'札
下
村
の
生 

.活
村
_

成
員
を
限
定
せ
し
め.た
の
で
.あ
る
。
萬
治
一
一
年
か
ら
作
ら
れ
始 

.め

.た
と
す
る
0 -
は
萬
治
ー1
年
に
1は

「

覺」

に
^
^
し
て
ゐ
る
の
と
は
別
に 

札
下
村
が
ら
手
形
を
出
し
：
.て
.ゐ
る
事
に
よ
る。
.

.—1

.

.

..入
置
审
そ
が*

:̂

事

-

•

.

-
野
錢
之
儀
者
只
今
贰
百
文
御
取
可
被
.成
^
由
被
仰
^

得
共
七
月
切> 
一
 

‘ 

.

.皆
ぐ
御
取
被
下
^

#

—と
.樣
々
御
訴
訟
申
上
：
^11;

付
而
+:
月

切

-
御 

免
.シ
被
下
吣
過
分
至
極
一
一
弟
#

^
來

;t
月
者
急
象
相
納
可
，_
H

-事 

マ
四
•グ
..村
之
內
二
一
.
而

以

，
來
士
心
.
：

 

一
一:\
5
.せ

，
御

座

it

r

も
，其
札
錢
之
儀
者
其
村

• 

. 

.

.

.去
三 

X

H

a

v y

$

に
對
し
'て
自
己
保
存
の.意
思
を
表
明
し
、：
行
爲
す
る
事
で
あ
る
。

か
く
し
て
承
應
元年
の
內
濟
證
文
で
は
係
爭
當
事
渚
とし
て
連
光
寺
村
.

と
入
會
四
グ
村
の
間
に
入
會
慣
行
の
法
的
確
認
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
，
 

そ
の
«
行
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
入
會
村
は
地
頭
林
种に
®

林
に
立 

入
ら
な
い
事
で
あ
り
、
地
頭
林
抨
に
百
姓
林
で
な
，い
部
分
で
は
野
錢
を
納 

め
、
野
札
を
も
つ
考
が
入
込
ん
で
莉
敷
を
刈
る
事
が
許

-さ
れ
た
.
の
•で
、あ 

.

る
。

•

 

• 

•

此
の
樣
に
入
會
慣
行
の
法
的
確
勰
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
た
野

.
 

錢
野
札
及
び.百
姓
林
に
つ
い
て
少
し
く.立
入
つ
て
述
べ
，ょ
ぅ。

.

ロ

，
膝

錢

野

九

.
,

:

入
會
村
か
ら
の
入
會
權

=

用
益
權
の
具
體
的
表
示
で
あ
る
野
錢
野
札
に 

つ
い
て
述
べ
ょ
ぅ
。ra
t

i
に
も
^

ベ
た
如
く
野
錢
は$

目
支
配
の
_

は
永
壹 

貫
三
百
文
で
あ
り
、
野
札
は
ニ
六
枚
出
て
ゐ
た
。
連
光
寺
野
が
天
.野

氏

知

. 

行
所
と
な
つ
た
時
、
野
高
十
三
右
を
結
び
、
京
錢
拾
影
：三
百
文
を
納
め

、

_

.野
札
は
新
札
一
一
七
枚
を
加
へ.て
五
三
枚
が
出
さ
れ
た
、

■萬

治
-:
年

か
 

ら
寬
保
ニ
年
迄
樹
年「

札
名
書
之
覺」

.
_
:
.
が
作
-̂
れ
、
.■侮

年
.野
札
.を
交
附
し
. 

た
も
：の
\
名
前
を
記
^
た
。
覺
に
.は
次
：.の

綠

な

靈
5
1が
つ
.い

：
て

ゐ

る,0 

「

一
札
數
：之
義
五
ヒ
故
四
ヶ
村
へ
名
，書
之
通
札
請
取
申
所
賓
IE
也

札

持

不- 

中
れ
て
，野
、：へ
入
申
外
.ハ
.
、'馬
く
わ
御
：瑕
可
被
成
外
蛛
テ
借
シ
札
仕
間
'

敷
外
爲
後
日
如
此
外
以
上
： 

-

:

. 

/ 

C

連
印
略)

-

へf

マ
マ
} 

——

. 

'右
之
外
籠
舍
之
者
之
札
五
札
御
願
_

上
14
.
:
:
:
1
1

付

て

被

下

外
,

-
し
. 

鮮
札
數
は
寬
永
十
年
か
ら
更
に
新
札
十
九
枚
を
增
し
て
七
六
枚
と
が
つ
て
、

近
®

落
形
成
期
に
淞
け
ー
嘉
開->
_

:



三
田
學
會
雜
.誌
，

第
.四
十
八
卷
第
ニ
號 

:

中

間
—
而
急
度
納
可
申
上
事■

.

.

.

.

(

マ
マ〕

.

.

一
札
落
シ
申
^

ハ
：'
、
.
：
札
之
こ
つ
ぐ
い
御
か
い
：可
被
成
と
被
仰
外
間
こ
つ 

く
い
之
代
銀
札
落
シ
申
者

一
一

急
度
爲
出
可
申
外
札
持
不
申
外
て
：野
べ 

入
_

ゅ
ハ
、
馬
か
ま
御
取
可
被
成
外
殊
|
1借
シ
札
致
申
14
»

ハ
、.
借
'

V

 

朮
名
主
札
共
御
取
上
可
被
成
外
名
書
之
外
江
入
間
敷
外
若
入
申
吵
ろ 

.

ヽ
何
樣
ー
1
.も
我
等
共
ー
1
御
か
\

り
可
被
成
14
*
事

右
之
條
々
.

相
背
申
間
敷
外
爲
後
日
手
形
進
上
申
外
仍
如
件
.

..

高
.

室
西
郞
兵
0

罾

御
.^
官

所
 

:

离
治
贰
年 

：
：

.

セ
キ
戶
村
淸
右
衞
H

@

 

，.亥
ノ
四
月
廿
四
日
.

r
山
角
藤
兵
衞
殿
御
知
行
听

同

所

，
.

七
右
衞
門
⑩

■

.

市

郞

兵

衞

殿
：
 

.

加
右
衞
£

@

.

、
ま
い
る 

亂
人
御
知
行
所

有

山

村

九

左

衞

門

©

.

高
室
四
.郎
左
_衞
門
殿
御
代
官
所 

! 

.

 

一.>
.宮
村
：.
市
郞
兵
衞
⑩
.
'

■ 

中
山
勘
解
由
殿
御
知
行
所
.

.
同
所
.

.
八
右
衛
門
⑩

，

:

，幸
嶋
總
兵
衞
殿
御
知
行
所 

:

:

同

所

.

庄
右
衞
門
⑩

.

.

.

■■
■

野
村
彥
大
夫
殿
御
代
官
所

.

靑
柳
村
.
'太
郎
右
衞
鬥®
J
 

_
. 

第
ニ
項
に
札
主
が
.死
亡
し
た
時
は
仲
間
卽
ち
生
活
村
落
が
野
錢
を
支
拂

° '

-

'

、

七

四

o
v 六
ニ)

て
■
入
鲁
權
を
仲
間
と
し
て
保
留
出
来
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
' 卽
ち
対
敷 

採
取
は
個
別
的
用
益
で
は
あ
る
が
、
生
活
村
落
の
構
成
員
と
云
ふ
資
格
に 

於
い
て
行
使
し
福
る

Q

で
あ
る
。.
.而

し

て

右

，
の

史

料

は

札

本

村

と

礼

下

村
 

と
の
關
係
か
ら
生
じ
た
入
，會
慣
行
の
成
文
化
さ
れ
た
も
の
と
写
へ
ょ
ぅ

0 

野
錢
の
請
取
はT

札
名
書
^.
覺」

.の
末
尾
か
、
も
し
く
は
別
帳
で

「

野 

錢
取
覺」

.と
し
て
.殘
つ
て
~ゐ
る
。
萬
治
四
年
か
ら
元
祿
九
年
^

は
大
體
七 

.
月
七
日
前
後
ず
納
め
ら
れ
、
.
'元
祿
十
年
か
ら
以
後
：.は
二
月
中
に
納
め
ら
れ 

て
ゐ
る
。.
札
一
：枚
に
.つ
，い
て一 .

一
百
文
、‘
但
し
名
主
は
百
文
で
あ
る
。
更
に 

百
文
に
つ
い
て
三
文
の
，ロ
錢
が
と
ら
れ
て
ゐ
る
。
前
掲
史
料
に
は
借
シ
札 

禁
止
の
文
言
が
あ
る
が
、
之
は
札
の
み
を
札
本
村
名
主
に
斷
り
な
く
貸
す 

事
を
禁
止
し
た
の.
.で
あ
つ
.て

、

そ

ぅ

'
で

な

い

場

合

の

野

札

名

儀

人

以

外

の
 

.
者
か
ら
の
野
札
預
り
手
形
が
殘.つ
て
ゐ
る
。
寬
文
年
間
か
ら
寬
保
年
間
迄 

に五拾通ある。，

:ハ

.內
容
別
に
す
れ
ば
預
り
札
於
三
九
通
、
讓
渡
文
言
の
あ
る
の
が
七
通
、 

，燒
失
疵
付
の
爲
再
交
附
を
願
ヴ
た
の.が
四
逋
で
あ
る
。
預.り

札
の
場
合
の 

理
由
を
幾
つ
か
あ
げ
て
み
る。

.

0

寬

文

七

五

左

衞
P1
身
代
罷
成
不
申
外
て
當
年
奉
公
二
罷
出
外
其
爲
.

.

.
我
等
珥
地
共
テ
預
リ
申
所
實
正
也.

②
寬
文
ー
一
關
戶
村
與
左
衞
門
田
地
^
札

共

_ー
預
り
申
矶
«
正
也 

@
延
寶
三 

'半
左
衞
門
田
地
札
共
ニ
當
年
も
拙
者
預
り
申
所
實
IH
也 

0

延

寶

七

理

右

衞

門

田

地

野

札

共

|ー
 

預
り
申
所
實
正
也 

⑥
元
祿
一
西
.
畑
共J

i

拙
者
’方

へ

請

取

地

役

仕

外

_
一

 

付…

パ
‘田
畑
其
野
札 

,

;

.共T

預
置
申
：

：

…

.

.
，

：

：

，
.

.

'

⑥
正
德
三
久
左
衞
門
名
付
之
野
札
之
義
右
久
左
衞
門
地
役
拙
者
仕
- 

付…
…

野
札
赍
枚
當 

一
f

申

之

御

定

ー

一

.
而

糙

 

ー
一f
f
,

正
德
以
降
は
文
言
が
略.一
定
し
.て
く
る
。
右
の
理
由
の
示
す
所
は
野
札
と
，
 

は
田
地
の
附
厨
物
で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
田
地
の
耕
作
權
及
び
年
貢 

負
擔=

地
役
の
暫
定
的
移
動
が
野
札
名
儀
人
か
ら
借
り
札
を
す
る
.事

に

な

■ 

る
の
で
あ
る
O'; 

.

.

讓
請
と
は
完
全
に
田
地
の
所
有
權
が
移
動
し
た
場
合
に
名
儀
の
書
替
が

.

 

行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
或
る.場
合
に
は
野
札
の
み
を
讓
る
事
が
あ
る
。
享 

保
七
年
の
例
を
擧
げ
て
み
る
。

「

I
■

差
上
申
野
札
預
リ
手
形
之
事.

■

關
戶
村
吉
左
衞
門
田
地
附
來
リ
外
野
札
壹
枚
拙
者
方
江
今
度
譲
請
中
與 

.

と
札
名
主
親
入
顔
上
ヶ&

樣
者
近
年
關
戶
村
御
高
之
內
田
畑
二
而
五
石 

餘
買
取
.所
持
仕
审
外
吉
左
衞
鬥
田
.地
差
添
不
&

14
得
共
右
賀
取
申
甶
地 

有
之
外
間
田
地
差
添
申
同
前
ー
ー
御
座
外
若
札
持
惣
咖
間
苕
田
地
差
添
不 

申
札
斗
讓
請
申
段
出
入
ヶ
間
敷
_

者
御
座
外
ハ
；ヽ

加
判
者
共
，何
方
迄
茂 

罷
出
急
度
电
分
ヶ
相
立
少
茂
御
苦
勞
觝
ヶ
申
間
敷
由
申
-.
付
拙
者
名
所 

■ 

|
1而
野
札
御
書
替
御
預
ヶ
被
下
14
.
:

:

:以
下
略
：

：

.

.

.

.

.寺
方
村
札
預
リ
主
八
郞
左
衞
問®

'■■
•
Y

寺
方
村
組
頭
.

名

主
.

彌
戶
村
組
頭y

 

•
.\
札

名

主

連
印
略 

こ

」 

此
の
例
を
見
て
も「

乳
持
錄
仲
間」

の
承
認
が
あ
っ
て
始
め
て
野
札
の
■み 

の
名
儀
書
替
ヘ
が
行
は
れ
る
の
で
、
.地
役
を
負
つ
て
ゐ
る
田
地
に
附
M
し

近
世
村
落
形
成
期
に
.

：ぉ
.
.け
る
新
開
と
大
會
：

て
ゐ
る
野
札
を
持
ち
得
る
も
の
は
本
来
的
に
は
生
活
村
落
の
正
規
の
構
成

. 

員
で
.な
け
れ
ば
な
.
'ら
な
い
の
で
あ
る。

.

■

ハ

百

姓

林

.
V

 

.

承
應
三
年
の
內
濟
證
文
で
連
光
寺
野
の
中
に
、
地
頭
薪
山
と
百
姓
林
の

. 

存
在
が
確
認
さ.れ
、，A;
會
村
の
者
の
立
入
り
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
地
頭
薪 

3

の
設
.定
は
先
に
説
明
し
だ
の
で
、
百
姓
林
が
ど
の
樣
な
性
格
の
も
の
で

. 

あ
っ
た
か
を
考
ベ
ょ
、ぅ
。
百
姓
林
な
る
文
言
が
野
論
に
現
れ
る
の
は
、
野

' 

論
史
料〔

三〕

即
の
(5
)

(6
)

(7
)

(9
)

項
に
於
い
て
'̂
あ
る
。'「

百
姓
山
す
、
き
林 

拾
七
人
分」

を
別
取
っ
た
の
は
不
法
で
あ
る
と
し
、
正
保
三
年
四
月
十
八 

日
に
寶
カ
に
ょ
る
排
除
行
爲
を
連
光
寺
村
が
行
つ
た
。
所
で
^
^
寺
村
の 

「

本
百
姓」

の
内
、
拾
人
は
林
を
持
た
ず
新
林
を
た
て
る
事
も
出
來
な
い

. 

ま
\
で
ゐ
る
と
云
ふ
の.が
そ
0
申
分
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
は
百
姓
林
を 

も
っ
十
七
人
と
、
も
た
な
い
十
人
の
合
計

一

一
七
人
が
本
百
姓

=

生
活
村
落 

の
構
成
員
で
あ
る
。M .
長
三
年
の
屋
敷
地
所
持
渚
十
一
一
人
又
は
慶
長
十
六 

年
名
寄
帳
の
十
四
人
に
寬
永
年
間
の
新
屋
敷
地
所
持
者
十
人
、
慶
安
五
年 

—

め
新
屋
敷
所
持
渚
五
人
を
合
せ
た
も
の
に
近
い
數
字
で
あ
り
、
'萬
治
一
一
年 

の
，三
七
人
へ
の
發
展
の
經
路
と
な
る
。
右
の
申
分
か
ら
連
光
寺
野
の
中
に

. 

は
野
元
.の
構
成
員
が
個
別
的
に
占
有
し
て
ゐ
る
部
分
と
そ
ぅ
で
な
い
部
分 

.が
あ
り
、
札
下
村
の
も
の
ば
後
者
の
部
分
べ
入
#

ふ
^

に
な
る
。
個
別
的 

.
に
用
益
し
占
有
す
る
百
姓
林
が
何
時
か
ら
あ
つ
た
か
を
は
つ
き
り
示
す
史 

料
は
見
當
ら
な
い
が
、

；
「

慶
安
五
年
辰
ノ
三
月
袅f
致
時
草
刈
場
と
か
り 

.
不
申
ゅ
場
見
分
仕
昨
如
此
以
上

」

.
>
’
あ
る
長
帳
が
あ
っ
て
、
.第
ー
八
表
に 

.內
容
を
表
示
し
：
.て
み
た
。.表

中「

新
立
出
シ」

と
，あ
る
の
に
は
、「

午

年
.

七
.五
：

(
1

六
三〕



P4

一
 

ヶ
'所
.

(

か
り
不
中)

、
缺
損
の
た
め
人
名
不
明
の
新
立
出
.

(

午
ヨ
リ
莉 

場)

一

ヶ

所

、

が
あ

り

、
.更
に
舟
鄕
村
に
四
人
の
名
前
で
、
本
山
三
ヶ
所
、 

居
山
.一
ヶ
所
、
新
立
出

(

午
ヨ
リ
莉
場

)

ニ
ヶ
.
所
が
あ
る
。

右
の
表
.に
古
本3

、

本
山
と
あ
る
の
が
十
四
ヶ
所
あ
り
、
慶
長
十
六
年 

の
名
寄
の
數.と

一
致
す
る
。_
新
立
出
ダ
及
び
新
屋
敷
居3

が
少
く
と
も
寬 

.

永
十
九
年
に
は
あ
っ
た
事
か
ら
、
古
本
山
、
本
山
、
居

0|

が
そ
れ
以
前
に. 

個
別
占
有
と
な
つ
て
ゐ
た
事.は
明
ら
か
で
，あ
り
、
恐
ら
く
村
づ
く
り
の
當
. 

初
若
し
く
は
慶
長
年
間
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
考
へ
て
差
支
へ
な
い
だ
ら 

う
。
と
す
れ
ば.、
慶
長
士
ハ
年
の
名
寄
に
見
え
る
も
の
は
、
田
畑
屋
敷
を 

持
ち
、
祺
合
家
族
の
家
父
長
と
し
て
農
業
經
營
を
營
む
際
.、
対
敷
山
を
も 

個
別
的
に
占
有
用
益
し
て
ゐ
た.事
に
な
る
。
V
Jの
樣
な
農
業
經
營
は
近
世 

.
的
と
云
ふ
ょ
り
も
名
主
の
經
營
に
近
い
と
云
は
，ね
ば
な
ら
な

V

。.
し

. 

か
し
そ
の
家
族#

^

員
の
中
に
は
、
封
連
領
主
か
ら
耕
歲
を
認
め
ら
れ 

た
土
地
，を
保
有
し
、
更
に
ほ
ま
ち
田
的
な
新
田
畑
開
發
钇
し
.て
自
立
の
經 

濟
的
銮
礎
を
貯
ぺ
乍
ら
い
ま
だ
村
^

^

成
員
と
し
て
自
立
し
て
ゐ
な
い
も.
 

の
を
中
に
含
ん
，で
、
分
解
の
奥
機
を
は
ら
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
じ

. 

た
！
®

で
、
慶
長
十
六
年
の
名
寄
が
、：
生
活
村
落
へ
の
起
點
で
あ
る
事
を 

再
び
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。
慶
長
元
和
の
大
阪
陣
と

云
ふ
政
治
史
的
事，
. 

降
を
經
過
し
て
武
士
化
へ
の
機
會
を
逸
し
た
中
世
名
主
は
、
.農
業
經
營
の 

紕
織
で
も
あ
る.と
同
時
に
軍
事
組
織
で
も
あ
っ
た

「

家」

を
®

し
て
、
 

單
婚
家
族
を
中
心
と
す
る
農
業
經
營
べ
轉
換
を
始
め
る

.の
で
あ
る
。
そ
の
：
 

場
合
に
'「

家」

と
し
て
占
有
し
て
'ゐ
た
莉
敷
山
は
本
家
の
占
有
す
る
所
と 

な
り
、
，分
出
し
た
も
の
は
野=
嫉
主
地
に
：對
す
レ
自
铂
众
用
益
を
行
は
う

'

近
世
村
落
形
成
期
に
お
け
を
新
開
と
入
會

.
：

.

.

，と
す
る
が
、
そ
れ
は
村
落
內
部
で
の
新
開
の
墙
加
、
札
下
村
か
ら
の
入
會 

者
の
增
加
に
ょ
る
制
限.と
對
抗
す
る
事
に
な
る
。
.こ
ぅ
し
た
場
合
に
單
婚 

家
族
の
農
業
經
營
の
弱
さ
を
、
同
族
團
的
結
合
を
通
し
て
父
は
あ
る
が
、 

地
緣
的
結
合
を
强
化
す
る
事
に
ょ
つ
て
補
は
ぅ
と
す
る
。
そ
：の
場
合
に
本 

村
、
下
河
原
村
兩
小
村
に
夫
々
地
緣
共
同
體
所
有
の
山
が
あ
る
事
に
法
意

，
 

し
た
い
.。
此
の
様
な
小
村
持
：の
山
は
一
員
、
亩
姓
林
の
存
在
と
矛
盾
す
る 

樣
で
あ
る
が
、
対
敷
山
は
人
間
の
生
產
的
モ
ネ
.ル
ギ
ー
の
投
下
な
く
し
て 

は
恒
常
的
な
用
益
を
な
し
得
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
に
原
野
と
區
別 

し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
慶
長
ー
一
®

の
檢
地
帳
に
現
は
れ
た
樣
な
零
細
土 

地
保
有
渚
は
複
合
家
族
の

1

員
と
し
.
て
そ
の
經
營
に
屬
し
つ
、
も
、
自
己 

の
收
入
と
な
し
得
る
ほ
ま
ち
田
經
營
の
た
め
の
荊
敷
山
啥
そ
.の
共
同
用
益 

の
た
め
に
小
村
每.に
設
定
し
た
と.
.考
へ
'
た
.■い

。
.こ
\

に

も

地

緣

.的

結

合

を 

促
進
せ
し
め
る
要
素
が
あ
る
の
で
あ
り
、
生
活
村
落
は
そ
の

i

員
の
生 

產
カ
上
畀
の
過
程
で
形
成
さ
れ
、
又
形
成
さ
れ
つ
X

あ
る
生
活
村
^
!
合 

が
村
^

!

成
員
の
生
產
カ
上
昇.の
た
め
の
掼
杆
と
な
る
の
で
あ
る
。
寬
永 

年
間
は
此
の
機
な
段
階
で
お
か
、
そ
れ
故
に
札
下
村
の
人
會
權
が
連
光
寺 

.村
の
生
產
カ
發
展
を
阻
害
す
る
と
意
識
さ
れ
た
時
、
野
論
と
な
り
、
更
に 

野
論
.を
經
て
强
化
さ
れ
た
地
緣
共
同
體
と
し
て
の
M

域

決

定

の

^

思

が

準
 

—

と
.な
つ
た
の
で
あ
る
。

.

V

.
村
法

.

野
論
境
論
が
生
活
村i

成
過
程
に
於
いv

外
部
と
の

腓
に
行
は
れ
た
■

.
共
、
同
體
ど
し
て
の
自
已
顯
現
次
あ
る
と
す
る
と
、
生
活
村
落
の
，內
部
に
向

.

つ
て
#

10
1

體
«

制
が
貞
&

顯
現
を
す
る
の
は
村
落
内
部
で
の̂
■
の
發
展

(

.

 

.

 

.

.

.
;

-
 

七
七
.

'

S

H

S
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. 第 1 8 表 百 姓 林

人 名 古本ぬ 
本 iu 唐 山 新立出

シ
新屋激 
居 II 览治ニ年名寄嵘

1 忠 右 衞 3 0 2 分附分合 
_ 1步

2 惣
新

右 衞
输

«
門

2 1 2 一郎兵衞分 . 
1町9畝28步

3 內藏助、 
勘解由、

仁左衞門 
小兵衞 1 1 1 -•*

4 勘 左 衞 門 1 1 1 郞兵衞分 
7皮8畝 1步

5 理 兵 衛 1 1 2

6 主 計 1 0 9反8畝10步 ，

7 加 右 % 門 1 1 1町2皮9畝

8 m 兵 衞 2 0 マ郞兵#分 
1町 15歩 ,

9 彌 Jr. 衞 1 1

10 又
瀨

右 衞  
兵

門
衞

1
1町3反3畝8步 
又右衞門分 

7反输 6步,

11 久 兵 薇 1 / 一郞共衞分_
1町1反1畝19步

12 久 左 %1 門 1 一郎兵秦分 
1町販 3畝2步.丨

13 勘 右 衞 門 '' 1 ' 一 郎 矣 禱 分 i 
7反8畝13步 !

14 ■M 友 % 門 1 1 1町8反6欹6步

15 九 右 衞 1 1 ■ * •
*■

16 五 右 衞 門 1

17 庄 兵
r

1

18 源 左 衞 門 1 ■； ，

19 作 左 齒 門 1 1 7反 14步

20 茂 左 . 衞 h 1 . ー邱兵备奋 , 
1町2反6畝24步

, 21 一し
郞 Jr. 播 1

^

田
^

^

#

«
四
十
<

#
ぐ
翁
1.羅
 

.

tr
;

-

<

 

j
:

穴 
S

(

寬
永
十
九
年)

ヨ
リ
草
別
場」

と
訪
さ
れ
て
居
り
、(2
0

)
と
(2
]

)
に
は
.「

莉

に

は

名

前

を

見

せ

て

ゐ

る

者

許

り

で

あ

る

か

ら

、
恐
ら
く
代
變
り
の
爲
名 

不
申」

と
あ
る
？
表
で
萬
治
ニ
年
の
名
寄
帳
と
比
較
し
て
み
た
が
、
數

名

が

合

は

な

い

の

で

■あ
ら
ぅ
。
轰
の.外
に
、
地
頭
林
ニ
ヶ
所
、
地
頭
下
屋
敷 

*
名
前
が
合
は
な
い
も
の■も
ゐ
る
が
、
か
れ
ら
；
^

寬
永
年
間
の
新.田
畑
改
_

■

一
ヶ
所
、w

姓
古
本
山
一
ヶ
所
、
下
河
原
之
本
山
一
ヶ

Tr

、
.高
西
寺
新
立



写

田

擧

會

雜

黪

第

四

十

八

卷

第

U
.

i

.• 

'

の

限

界(

限
界
に
は
上
述
の
開
發
の
制
限
及
び
家
族
構
成
の
'變
化
にょ

：.

つ 

,f
て
勞
働
力
の
投
下
の
仕
方
と
農
業
技
術
と
の
ギ
ヤ
ッ
.。フ
か
ら
生
ず
る
も
の 

と
，が
起
る)

.

.

.に.ぷ
つ
か
つ
た
時
で
あ
り
、
生
塵
力
發
展
の
橫
杆
と
し
て
無 

言
に
働
い
て
ゐ
た
.力
が
、
今
度
は
村
_

成

員

に

斷

し

て

.
生

產

カ

維

持

の
 

.爲
に
秩
序
钇
要
請
し
出
す
の
で
あ
.る
。
苐
ニ
節
で
連
光
寺
村
で
の
戶
數
增 

加
の
限
界
點
を
元
祿
六
年
の
名
寄
帳
：に
.見
出
し
て
置
い
た
が
、
此

の

蠶
 

KL
照
膘
し
て
、
富
澤
文
書
中
、
.■村

落

秩

序

維. #
の

一

環

と

し

て

林

野

用

益
 

.に
關
す
る
.成
文
規
定
が
初
め
..て
現
わ
れ
る
。.
元
祿
一
一一年

.
一

一

月

に

警

姓

が
 

:
.連
印
1;
:て
名
主
に
差
出
し
た
林
野
立
.入

方

に

つ

い

て

，
の
，
議

定

書

で

.あ
る
。

.「

.

.

.

■

入

置

申

手

形

之

叟
.

.

ー
御
地
頭
樣
御
林
江
人
竹
木
竹
子
者
不
及
_

一一

.

疋
取
.

は
き
取
申
間
敷
11
.

大

切
|

ー
相
守
可
雄
14
.
並
ラ
鄕
中
林
之
分
江
入 

.

.

.

.竹
木
竹
子
者
不
及
串
ユ
枝
葉
下
草
^

-

く
や
外
め
ル
取
’

盜
^

間
敷
^
殊 

.

ニ
耕
作
作
リ
.

目
之
.

物
.

何

i
t

而
モ
人
之
物
盜
取
申
間
敷
外
撕
彬
ハ
亂
！；
 

而
吟
味
仕
可
申
外
若
相
背
申
者
御
座
^

者
爲
過
錢
て
壹
m *
;

文
其
盗
； 

;

.
急
度
爲
出
.

可
_

外

若

遁

見

唞

者

も

爲

其

過

代

壹

貫

文

急

度

爲

出

可

申 

.

. '
外
若
過
錢
出
シ
‘

節

錢

無

之

者

ハ

壹

貫

文

一

一

相

當

取

物

家

內

;

而
.急 

度
爲
出
可
串
外
此
通
リ
少
茂
異
儀
_

間
敷
外
惣
仲
ヶ
間
|!而
吟
味
可 

.

.仕
^

事

、

' 

,

一
 

i

1:
迄

撕

*>

■

.外
殊

一
一立
出
シ
仕
陬
敷
外
若
隱
骰
外
而
後
日
ニ
知
レ
中
外
者
何
樣
一一
 

:

御
#

付
±
共
少
茂
申
分
ク
無
御
座
外
事

t

前
.

々
ぶ
御
地
頭
樣
ク
被
仰
付
外
通
り
人
.宿
牛
馬
宿
仕
間
敷
外
若
相
背

.

七

八

2'
六
六o

■

申
者
御
座
.昨

ハ>
仲
ヶ
；間
ぶ
御
手
前
迄
可
审
出
ゆ
並
_ー

 
馬
賣
賈
仕
昨 

,

:共

村

所

を

相

改

.
勿

論

德

-

ー
證
人
を
立.以
後
に
.村
江
六
ヶ
敷
な
く
掛
り 

,

.'
•不
申
外
様-I

賣
賈
可
仕
^
萬
一
賣
買
一
一
付
六
ク
敷
出
來
仕
外
共
御
手 

前
へ
，六
ゲ
鋪
之
儀
知
ら
せ
不
电
外
而
我
々
埒
明
ヶ
可
申
外
叟 

右
之
.通
リ
少
茂
相
違
仕
間
敷
昨
若
向
後
右
之
通
リ
湘
背
^
者
御
座
外 

.

.者
此
手
形
を
以
急
度
御
申
付
.可
被
成
外
少
茂
御
恨
申
間
激
外
爲
後
日 

'

:
惣
百
姓
建
判
丰
形
仍
而
如
件
：
：

.

.
ン

. 

.

連
光
寺
村
：

•

元
祿
三
歲
午
ノ
三
月
-

.

.

'
兵

右

衞

n

@

(

以
下
三
：

'ニ
人
連
印
略

)

•

八
‘郞
兵
衞
殿
：
 

識
訪
坂
'
,.'
.

.
參

 

五
兵

.衞⑩

' (

以
下
七
人
連
印
赂)

'

(
馬
引
澤

•

:

里左衞
門

.
⑩

■‘
 

.

(

以
下
八
人
連
印
略) 

.下
川
原太郎兵衞

©
 

(

以
下
三
七
人
連
印
略

)
」 

(

合
計
七
八
入

)

'

■
此
の
取
極
め
で
、
0)
'

地
頭
林
に
入
ら
な
い
事
、
③
鄉
中
林
で
盜
刈
し
な
Y

 

事
、
③
作
物
其Q

.

他Q

盜
み
を
U

な
い
事
、
④
變

は

震

を

課

す

る

事
 

⑥
馬
草
野
に
新
開
畑
、
新
林
の
立
出
し
、
由
畑
廻
り
に
植
木
等
の
禁
止
、

⑥
馬
賫
賈
に
つ
い
て
の
自
戒
.を
想
仲
間==

想
百
姓
七
八
人
が
自
ら
に
規
制 

し
て
ゐ
る
。：

鄕
中
林
と
は
慶
安
五
年
に
登
錄
さ
れ
た
百
姓
林
及
び
小
村
持
. 

山
を
さ
す
の
で
あ
ら
ぅ
。
而
し
て
そ
の
用
益
の
對
象
はr

枝
葉一

卜
草
下
く 

ず」

の
莉
敷
で
.あ
づ
た
。

右
の
史
料
と
同
年
に
舟
鄕
村
の
者
が
名
主
宛
に
野
見
廻
り
.に
つ
い
て
請 

手
形
を
.出
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
村
內
部
の
取
締
り
も
あ
る
が
、•

特
に
は
外 

部
か
ら
の
侵
入
表
に
.對
す
る
警
戒
に
當
.つ
て
ゐ
る
。

「

.指
上
ゲ
申
手
形
之
事

.

K

m

_ 
缺
拟

U

村
與
之
野
辦
芝
野
江
大
尤
村
長
沼
村
之
者
共
入
草
盜ll
Z
Z
i

 

申
^

ハ
、
鎌
ヲ
妒
リ
可
申
外
野
堺
之
義
每
日
舟
鄕
之
者
共
廻
.リ
立
二
見

.
 

可
中
靡 

, 

一
御
•林
每
日
週
リ
立
ニ
見
可
申
吣
若
見
分
不
申
昨
而
か
り
跡
，御
座
外
ハ
 ヽ

舟
鄕
之
者
共
ニ
過
代
可
被
仰
付
外
事 

右
之
通
廻
リ
：立
ニ
右
之
場
所
每
日
見
可
电
吣
若
シ
廻
リ
見
不
申
外
而
林
ニ 

. 

か
り
跡
御
座
外
ハ
、
何
様
ニ
茂
可
被
仰
付
外
株
.
™.
野
堺
大
丸
村
長
沼
村
之
■ 

者
入
込
草
盜
か
り
申
外
與
訴
人
御
座
外
ハ
ヽ
何
樣
之
過
代
成
共
.可
被
仰
付 

外
其
時
少
茂
御
恨
申
間
敷
外
爲
後
日
手f

.

指
上
、ゲ
申
外
仍
而
如
件
.

-
元
祿
三
年
 

兵
.

衞

⑩

.

午
：五
月
十
日 

• 

•

(

以
下
七
人
連
印
略)

.

. 

八
郞
兵
衞
樣

■ 

ま
い
る 

, 

」 

.以
来
有
の
一
一
通
と
同
趣
旨
の
も
の
が
毎
年
作
成
せ
ら
れ
て
村
法
と
'し
て
の

•

.

近
世
於
落
形
晓
期
に
ぉ
け
る
新
開
と
入
會

.

：
-

役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
惣
百
姓
述
判
手
形
の
日
付
は
全
て 

一
一
月
と
な
っ
て
お
り
、
恐
ら
く
林
野
へ
入
っ
て
田
植
前
の
莉
敷
採
取
を
な 

す
直
前
に
村
寄
合
が
行
は
れ
.た
と
見
る
事
が
出
来
る
。
享
保
、
元
文
頃
の 

も
の
に
は
、
種
々
の
文
言
が
加
は
り
、
規
制
の
成
文
化
が
進
行
す
る
。
.例 

一
へ
ば
®

^
に
あ
る
田
畑
山
持
が
切
添
握
出
し
を
な
す
事
を
禁
じ
た
り
、
莉 

敷
採
取
者
の
資
格
が
明
文
化
さ
れ
、

「

鋳

之

議

類

又

は

村

方

ぶ

他

村 

へ
奉
公
-

【

出
外
渚」

の
芝
刈
を
^

じ
て
ゐ
る
。
更

に

「

村
方
二
而
山
賫
申 

者
御
座
14
*
而
賈
取
外
者
圍
置
外
掼
一
本
ニ
而
も
盜
窜
間
敷
外
、
枝
華
二 

而
も
盗
®

間
敷
外」

と
あ
っ
て
、
山
の
寶
貿
が
な
さ
れ
た
時
、
賈
主
の 

所
有
權
用
霖
權
を
保
護
し
.て
ゐ
る
。
山
の
賣
賈
は
延
寶
年
間
に
永
代
寶
の 

.讚
文
が
あ
る
。
村
法
と
し
て
の
實
際
の
運
用
は
、
例
へ
ば
元
祿
十
六
年
に 

r

拔
木
田
山
ニ
1

盜
取
外
一
一
付
詫
一
札」

に

「

村

'̂
山
之
仕
置」

な
る 

文
言
が
見
え
、
又
他
村
の
者
の
詫
證
文
に
も「

村
法
十
に
ょ
っ
て
過
錢
を
. 

差
出
す
文
言
が
あ
る
事
に
ょ
っ
て
知
ら
れ
る
。

, 

甘
の
如
き
林
野
に
.關
す
石
村
法
は
寬
保
三
年
の
札
野
分
割
に
ょ
っ
て
事 

態
が
一
變
す
る
•が
、
新
に
株
場
と
し
て
置
か
れ
た
地
域
に
っ
い
て
依
然
と 

し
て
惣
百
姓
の
仲
間
規
制
が
續
い
て
ゐ
る
。

，
 

.

:寬
保
三
年
に
札
野
を
分
割
し
て
誠
§
新
田
取
立
が
行
は
れ
る
が
、
こ
の 

.薪
田
は
第
.三
節
に
ふ
れ
た
如
く
、
.教
建
領
主
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ 

り
、
.村
の
内
部
か
ら
生
産
力
向
上
を
貝
的
と
し
て
自
發
的
に
行
は
れ
た
も 

.

0
で
は
な
い
。.
卽
ち
行
政
村
落
を
通
し
て
生
活
村
落
に
與
へ
ら
れ
た
領
主 

.

の
貢
租
增
徵
政
策
の
一
翼
で
お
”

、
新H

S
S

發
は
村
請
に
ょ
っ
て
村
落
構 

成
員
に
割
當
て
^
>れ
て
行
は
.れ
る
。
そ
の
割
當
の
仕
法
に
—1
生
活
村
落」

.

七

九

b

l
六
七)
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三
田
學
會
雜
誅
，
'
第
㈣

十
八
卷〗

第f
l

號

0-
.

ヒ
エ

ラ

ル

キ

I

が

^

^

し

て

お

り

、

近
世
村
落
內
部
に
於
け
る
階
層
性 

が
近
世
初
頭
以
來
の
禪
造
變
化
と
ど
の
樣
な
か
乂
は
り
を
持
つ
て
ゐ
る
か 

は
そ
れ
な
り
に
一
っ
の
間
題
で
あ
り
、
近
世
村
落
の
形
成
過
程
を
追
求
し 

た
本
稿
と
密
接
な
關
係
に
あ
り
、
.
延
享
三
年
の
家
族
型
態
を
見
た
の
も
、

村
請
新
田
取
立
に
對
膘さ
せ
て
考
察
せ
ん
と
し
た
故
で
あ
る
が
、：紙
數
の 

都
合
で
別
な
機
會
に
報
告
す
る
事
とし
た
い
。
.

8

1

0

「

村
切」
に
っ
い
て
.は
遠
藤
進.之
助
氏
‘の
.

「

近
世
初
期
撿
地• 

に
お
け
る「

村
1-

の
成
立」

社
會
經
濟
史
學
ニ0
.
のu

參
照
。

-

 

S

3

こ
の
樣
な
接
觸
は
畿
内
で
は
旣
に
中
世
に
起
っ
て
居
り
、
入 

■

會
の
間
題
■は
近
.世
獨
自
の
も
の
で
な
い

Q

と
、
で
は
近
世
の
入
會
野 

論
の
當
•
者
が
ど
の
榇
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
に
限
定
し
て
お

(

註
3

)

評
定
所
裏
書
の
あ
る
野
境
繪
圖
が
あ
る
。

.破
損
し
て
ゐ
る
が
.

一
 

ほ
乂
狀
況
を
知
り
得
る0
大
丸
村
連
光
'寺
村
入
會
野
と
、
後
述
，の.札

.

野
、.
百
姓
林
と
は
夫
々
地
理
的
に
も
區
別
さ
れ
て
ゐ
る
。

.

H

結

び 

•

.

武
州
通
光
寺
村
の
新
田
畑
開
發
と
入
會
野
の
史
料
に
ょ
っ
て
、
近
世
村 

落
形
成
過
程
の
一
側
面
を
考
察
し
來
つ
た
本
稿
は
、
各
節
に
■ほ
ぼ
そ
の
節 

の
結
論
を
示
し
て
お
い
た
の
で
、
，最
後
に
簡
單
に
全
罎
を
通
し
て
の
ま
と 

め
を
次
に
.示
し
て
^

ょ
ぅ
。

\ 

• 

. 

，第

j

に
は
、
逋
光
寺
村
は
中
世
末
に
開
發
さ
れ
た
村
で
あ
り
、
■村
づ
く 

り
は
小
領
主
的
な
色
彩
さ
え
も
っ
た
中
世
名
主
を
中
心
に
、
彼
：の
保
護
の 

下
に
年
人
や
逃
散
の
：百
姓.が
集
つ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
各

X
/
,

は
彼
ら
の
：家

八
 0 

(

m

c

a

v

,

族
型
態
と
、
田
畑04
の
所
有
型
態
か
ら
見
て
、
家
毎
に
夫自
身
で
完
結
す 

'
る
經

®

で

あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
從
つ
て
ぞこ

に

.
現
れ
る
村
■

合
は 

血

緣

共

麗
で

あ

る

，

「

家」

に
比
重
が
重
く
、
，家
同
士
の
關
係
は
富
澤
家
. 

を
頂
點
と
す
る
ヒ
土ラ
リ
キ
ッ
シ
ュ

Iな
も
の
で
あ
り
ぐ
い
ま
だ地
緣
共
同 

..體
と
し
て
の
結
合
關
係
は
强
く
な
か
つ
た
。.

.

第
一
E

は
、
幕

證

制

の

成.立
に
照
應
す
る
時
期
に
前
記
の
如
き
複
合
；
 

家
族
の
分
解
、
一K

い
換
え
れ
ば
近
世
的
な
百
姓
の
獨
立
が
見
ら
れ
始
め 

る
0

獨
立
の
經
濟
的
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
旣
に
慶
長
年
間
に
耕
作
權
は

' 

，認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
家
父
長
權
の
下
に
上
級
所
有
權
が
掌
握

さ 

れ
て
V

た
旣
_

地
、
若
し
く
は
其
後.の
新
開
田
畑
等
の
ほ
ま
ち
田
的^

、
の
耕
地
で
あ
っ
て
八
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
農
民
に
は
菏
敷
山
の
個
別
的
保 

.

有
は
認
め
ら
れ
て
い
ず
、
小
村
毎
の
共
同
保
有
の
郊
敷
山
が
設
定
さ
れ
て 

;-

ぃ
た
。

.

第11

一
に
は
、、
複
合
家
族
に
ょ
る
農
業
經
營
か
ら
小
家
族
に
ょ
る
農
業
經 

營
へ
の
轉
換
は
、
從
來
の
農
業
技
術
か
ら
の
脫
皮
を
前
提
と
し
、
又
複
合 

家
族
的
經
營
の
經
濟
完
結
體
の
分
解
は
、
村
i

成
員
間
に
於
け
る
山
の 

利
用
、.
及
び
耕
地
擴
大
の
自
由
な
狀
態
の
—

等
の
共
！̂

規
制
を
生
ぜ 

し

め
る
に
至
る
。
卽
ちこ
こ

に

地
緣
共
{5
1
||
と
し
て
の
村
落
結
合
が
形
成. 

さ
れ
て
く
る
。

/

第
四
'に
は
、
生
活
村
落
は
近
世
的
な
村
落
共
厘
の
内
容
を
も
つ
に
從 

づ
て
、
ま
ず
内
部
に
對
し
て
は
そ
の
結
合
が
生
產
カ
發
展
の
だ
め
の
槓
抒 

と
な
る
が
、
外
部
に.向
つ
て
は
、
村
落
共
®

の
全
體
的
な
發
展
を
妨
げ 

る
も
の
に
對
し
て
對
立
抵
爭
を
ま
き
起
し
て
行
く
。
.
そ
れ
は
生
活
村
落
が

村
落
共
0

匕
し
て
の
自
己
を
あ
ら
わ
に
す
る
事
であ
りr

具
體
的
に
は 

一
定
の
地
域
に
對
し
て
共
同
體
と
し
て
の
，權

利

(

用
益
な
ら
び
に
占
有

)

を
主
張
す
る
事
で
あ
っ
た。、.
.,

第
五
に
は
、'右
の
櫧
な
窜
情
が
現
わ
れ
た
時
期
、
■卽
ち
寬
永
か
ら
承
膘 

に
か
け
て
村'の
生
產
カ
發
展
が
一
っ
の
ピ

ー

ク
に
達
し
た
時
期
に
、
對
外 

.

的
に
は
野
諭
が
行
わ.れ
て
i

共
！̂

の
诌
己
主
張
が
あ
ら
わ
名
な
っ
：た 

あ
と
を
う
け
て,.
>

村
落
構
成
員
の
間.に
、
'
夫

.々
の
自
立
の
表
徵
と
.し
で
の 

年
貢
負
擔
"

石
高
所
持
を
明
確
に
し■よ
う
と
す
る
動
き
が
現:̂
れ
る
。
卽 

.

ち

萬

治

ニ

。
年

阶

F

惣
百
姓
名f

帳
.

」

の
作
製
が
そ
れ
で
あ
る
。
村
高
の
分 

割
分
'
M

、
本
百
姓
と
し
：て
の
資
格
を
規
定
す
る
持
髙
を
、
_

の
土

 

. 

地
支

配

，(

用

益
•
，占

有
•

所
有
の
總
睛)

を
基
礎
と
し
て
新
百
姓
が
再
分 

割
に
よ
っ
て
獲
得
し
、
.-名
寄
帳
を
作
製
す
る
事
に
よ
，
っ
て̂

豸
ヰ
®
.
の 

正
規
の
構
成
員
た
ら
ん
と
し
た
と
云
え
る
。
こ
う
し
た
生
活
村
落
の
近
世

'

.

化
.に
基
.づ
く
百
姓
數
の
增
加
は
生
產
力
の
向
上
に
基
づ
.い
て
行
わ
れ
る
限 

り
、
行
政
村
落
の
霞
員
の
堅
實
な
增
加
で
あ
り
、

.
封
建
領
主
办
基
礎
構. 

造

，
の

安

定

を

裔

e>
;

す
も
の
で
あ
る
。
矶
ホ_

で
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、

萬
治
ニ
年
と
い
ふ
年
は
、
名
寄
帳
の
作
製
、
或
い
は
野
札
帳
の
作
製
許
り

. 

で
は
な
く
、
此
の
年
以
来
、
村
か
ら
百
姓
へ
の
割
付
帳
、
百
姓
か
ら
村
へ

. 

の
年
漬
納
進
帳
な.ど
が1

齊
に
完
備
さ
れ
る
漾
に
な
り
、
寬
永
元
年
以
来 

の
.年
貧
割
付
狀
、

•

皆
濟
目
錄
の•み
の
殘
存
に
對
し
て
、

.：

年
貢
關
係
史
料
が 

I

つ
た
と
い
う
史
料
の
殘
存
型
態
か
ら
見
て
、
.舊
來
の
生
活
村
落
か
ら 

近
世
的
：な.

I

共
匪
の
形
成
に
塞
づ
く
阡
部
的
整
備
が
行
わ
れ
た
.と
見 

る
事
も
出
来
る
。

.

.

近
世
村
落
形
成
期
に
お
け
る
新
開.と
入
畲
：

.
：，

.

第
六
に
は
、.
更
な
る
發
展
が
延
寶
年
間
の
境
論
を
經
過
し
乍
ら
、
元
祿 

六
年
を
以
て
最
頂
點
達
し
た
時
、
連
光
寺
村
の
も
っ
生
活
諸
條
件
の
限 

界
に
達
し
た
と.一

K

え
よ
ぅ
。
そ
れ
迄
は
外
.に
向
っ
て
顯
現
し
て
い
た
共
同 

牆
規
制
が
、
内
部
に
對
し
て
成
文
化
さ
れ
た
村
法
と
し
て
强
制
さ
れ
る
櫧 

に
な
っ
た
。
元
祿
に
村
法
が
成
文
化
さ
れ
た
事
は
、.そ
れ
迄
不
文
の 

慣
行
と
し
て
共
i

成
員
‘を
制
約
し
て
い
た
秧
序
に
龜
裂
が
生
じ
た
事
を 

意
味
し
、
か
づ
て
生
產
カi

Q

槓
杆
と
し
て
機
能
し
て
い
た
共
！̂

規 

制
が
、
今
度
は
抑
制9
:機
飽
を
果
す
と
い
，ぅ
面
を
は
っ
き
り
表
面
に
狎
出 

し
た
と
い
y

點
で
注
目
さ
れて
よ
い
。

以
上
：の
諸
點
を
一
隱
の
結
論
と
し
て
あ
げ
て
み
た
が
、
要
す
る
に
、

慶
. 

長
三
年
檢
地
に
よ
る.封
顧
領
主
の
行
政
村
落
的
把
握
に
始
ま
っ
‘た
連
光
寺 

村
に
於
け
る
近
世
村
落
の.形
成
は
、.
生
活
村
落
の
面
か
ら
見
れ
ば
血
緣
洪 

同
體
I「

家」

を
基
礎
と
す
る
中
世
名
主"
百
姓
の
結
合
關
係
か
ら
、

「

家」

の‘
分
解=

新
本
百
姓
の
自
立
の
■

過
程
を
經
て
、
■

地

緣

共

同

體

と

し

て

確

立
. 

す
る
萬
猞
ニ
年
頃
ま
で
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
際
に
複
合 

家
族
は
分
解
し
，て
も
系
譜
的
な
上
卞
關
係
に
よ
る
顿
族
團
§
結
合
は
殘
っ 

.

た
で
：あ
ろ
ぅ
し
、

；

^

の
中
世
名
主P

百
姓
の
結
合
は
'

そ
の
ま
ま
；̂

內 

部
に
於
け
る
階
層
的
身
分
制
と
し
て
'
‘
生
活
村
落
の
社
會
秩
序
の
根
抵
と 

な
っ'

た
で
あ
ろ5

。
：
元

祿

三

年

の

村

法

成

文

化

乃

至

延

享

三

年

の

新

田

割

. 

付
仕
法
な
：ど
は
そ
め
，樣
に
形
成
さ
れ
て
き
た
近
世
村
落
の
具

f t

的
.

な

內

容
f
 

を
示
す
も
の
と
云
え
よ
う
。
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